
第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

1.農地や農業用施設などの整備 A A A

2.多様な担い手の育成・仕組みづくり A A A

3.農産物のブランド化と流通の促進 B B B

4.林業基盤の整備と適正な維持管理 B B A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 3.0 8.5 2.5 18.1 14.9

％ 57.8 66.7 64.6 65.6 67.1

経営体 7 12 9 11 11

経営体 168 178 188 187 185

回 0 4 0 2 2

㎥ 2,034 2,928 1,930 1,777 2,352

％ 59 80 60 91 93

取り組みの
評価

１．農林業の振興
～持続的な営農体制の構築
と森林の適切な維持管理～

基本施策ごとの目標指標

　農地中間管理機構を活用した貸借を推進し、基盤整備地区(上中・真木)を中心に、農地の集積・集約化
に取組んだ結果、担い手への農地集積率が増加した。今後は「地域計画」におけるアンケート調査や地域
での話合い等も活用し、規模拡大を希望する担い手を中心に、更なる農地集積を図る必要がある。

認定新規就農者数

指標に対する所見

耕作放棄地の解消率
農地法30条の規定に基づく町内全農地を対象とした利用状況調査を実施。営農再開、農地転用、非農
地証明等により耕作放棄地の解消が進展し目標値以上の達成となった。

　中心経営体数は維持されているが、高齢化や担い手不足は引き続
き課題である。令和6年度から作業の省力化・効率化に向けたスマー
ト農業推進支援事業に取り組みを開始した。また、各種交付金事業を
活用し、引き続き担い手の確保・育成につながる対策を行っていく。
　農地集積による経営の大規模化・効率化を図るため、人・農地プラ
ンの地域の中心となる担い手の見直しを行い、農業者へのアンケート
調査や地域での話合いにより「地域計画」を策定し、将来の農地利用
の姿を明確化した。今後は地域に根差した地域計画の修正を図ること
で、農地や担い手の確保し、効率的・効果的で継続的な農業の振興
を図る。

　JAや畜産農協等、農業関係団体への助成事業により、
農業・畜産業の振興を図った。また、JA・観光協会と連
携した販売促進会を実施し、町農畜産物PRを行うことが
できた。今後も農業関係団体のもつブランドとの連携によ
り、消費拡大と地産地消を推進していく。

森林は地球温暖化防止や水源涵養など多面的な公益
機能を有している中、森林事業者の後継者不足などが
深刻化している。森林整備や森林作業道などの生産基
盤の強化、森林保全に対する町民の意識を高めるよう、
計画に基づく森林整備に取り組んでいく。

・農産物ブランドの確立、PR・販路開拓推進
・からいも（甘藷）の更なる付加価値創出に向けた取り組み推進
・優良牛の導入や生産基盤拡充等の補助事業推進
・地産地消の推進による安定した販路開拓

経営所得安定対策推進事業、畜産振興対策事業、農業指導
費（農産振興対策事業）　等

・森林経営計画に基づく計画的な整備や維持管理
・木材需要の拡大支援、担い手の確保・育成
・森林整備や林内道路などの生産基盤整備
・森林保全に対する町民意識醸成

林業総務費、町有林保育事業、私有林間伐促進事業、森林公
園整備事業、森林管理意向調査事業　等

　窓口での就農相談や関係機関と連携したサポートにより、順調に新規就農者数が増加している。認定後
は、新規就農者向けの補助事業を活用する等、営農を継続できるような取り組みが必要と思われる。令和
６年度より、町独自の支援策として、新規就農者の経験・知識不足を補うことができるスマート農業推進支
援事業に取り組みを開始した。

再造林率
木材価格の低迷や造林費用の負担が大きいことにより、森林所有者が林業経営に関心が持てないことが
要因であり、再造林費用の低減化を含めた持続的な林業事業の推進に取り組んでいく。

農地費、土地改良事業助成金、多面的機能支払交付金事業、
農業委員会費、矢護川地区経営体育成基盤整備事業　等

・農業法人設立や機能強化支援による営農体制確立
・ICTを活用したスマート農業や作業委託等の支援
・農業の安定的な経営を支える総合的な支援

担い手育成総合支援事業、農業指導費（認定農業者協議
会）、農業制度資金利子補給事業、人・農地問題解決加速化
支援事業　等

・農地の集積・集約、耕作放棄地解消
・健全農地確保に向けた鳥獣・病害虫対策強化
・家畜伝染病予防に向けた防疫体制強化
・生産性向上に向けた、ほ場、用水路、取水口、農道の基盤整備
・水路を含む農業用施設の維持・長寿命化支援
・農地・農業用施設の被災への備え、速やかな復旧体制構築

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)

認定農業者数

　認定農業者数は維持されているが、高齢化や担い手不足は引き続き課題である。スマート農業推進支援
事業による作業の省力化・効率化で農業経営の維持を図るとともに、認定新規就農者が認定農業者へ移
行できるようサポートを行っていく。また、認定農業者への各種支援策（制度資金での金利や融資率の優
遇、補助事業の対象等）の周知や認定農業者協議会の活動内容の充実等の取り組みも必要と思われる。

農畜産物の販売促進会の開催数

　町地蔵祭において、JA・観光協会と連携したかんしょ及び酪農製品の販売促進会を実施し、町農畜産物
PRを行うことができた。今後も農業関係団体と連携し、地産地消の推進と消費拡大に取り組んでいく。ま
た、町の特産品であるかんしょの更なる流通促進と生産振興を図るため、視察研修等を行い、販売方法等
についても協議を進める予定。

木材（素材）の生産量
ウッドショックによる木材高騰が収束し、世界各地で頻発する紛争等の影響で木材の需給バランスが不安
定なため、市場出荷にも影響が出ている。

担い手への農地の集積率

多面的機能支払交付金事業を実施し、各地区において
共同で農地保全及び農業用施設の長寿命化を図ること
ができた。また、矢護川地区圃場整備４地区のうち１地区
が事業採択となった。圃場整備事業と関連し、農地中間
管理機構事業により、担い手への農地集積・集約を行う
ことができた。今後も更なる推進を図っていく。

評価の所見および
今後の方向性(Action)

　
　
ひ

と
・

も
の

・
情
報

が
行

き
交
う

農

工
商
併
進
の

ま
ち

　
１
．

産
業

1



第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.企業誘致の推進 A A A

2.工業基盤の整備および維持管理 A A A

3.人材の確保 B A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

件 1 10 4 10 17

件 0 8 0 0 1

ｈａ 32 35 36 21 8

％ 16 18 19.3 24.6 28.1

％ 91 95 93 100 100

1.中心市街地の機能強化と周辺地域への誘導 B B B

2.地場産業の経営支援 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 20.3 40.0 23.2 21.8 21.2

％ 40.6 35.0 65.3 69 64.3

件 5 8 8 2 5

件 81 91 33 36 52

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見２．工業の振興
～地域に根差す企業の振興
～

基本施策ごとの目標指標

半導体関連産業等の集積が期待され、主要幹線道路等
へのアクセスに優れる地域に、約10haの工業団地を整
備するため、工業団地整備のための基本計画策定,及び
地権者への用地交渉に着手することができた。また、中
核工業団地内６社への工業用水道の安定供給を実施す
ることができた。

・地場企業と被雇用者を結ぶ取り組み推進
・Ⅰターン、Ｕターン等に向けた情報発信、マッチング推進
・若年層の情報認知や興味関心を高める周知・啓発活動

雇用確保推進事業
企業と学校との連携を図るため、企業ガイダンスや意見
交換会、工場見学会などを実施し、地元高校からの地元
企業への就職率も20％を超えることができた。

ＩＴ関連企業新規立地協定数 交通の利便性等を評価され、１件のＩＴ企業が立地に至った。

高校新卒生の製造業関連町内就職率
地元企業との交流等（企業ガイダンスや工場見学）を通じて、町内高校から地元企業（菊池圏域）への就
職率も向上してきている。

製造業関連企業新規立地協定数

商工会と連携し、継続して中小企業者を支援していく。

・町のアドバンテージを生かした戦略的企業誘致
・町内産業構造の多様化、工業活性化
・誘致候補先企業への迅速かつ的確なプロモーションやセールス

企業誘致推進事業

基本施策ごとの目標指標

指標

買い物に不便を感じている人の割合

・工業用水道の適切な維持管理、工業団地内インフラ環境整備推進
・工場用地の確保に向けた用地の調査・分析
・産業道路などの環境整備推進
・必要に応じた用途指定の調整や基盤整備推進

工業団地整備事業、大津町工業用水道事業

町民アンケートでは、大型商業施設、駅周辺整備の要望が多く見られる状況である。

単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見

商業振興に対する住民満足度

協定締結数は微増だが、増加を続けている。協定締結は行わない製造業関連の企業も立地も続いてい
る。過去最高の立地件数を記録した昨年に続き２桁の立地が続いている。（R6立地件数：合計13社（協定
締結・増設企業含む））

高校新卒生の就職定着率
町内高校の新卒生の就職定着率は向上している。卒業生の話を聞き、町内企業で安心して働き、社会人
としての定着が進んでいる。

・人材マッチング検討、大津町商工会の機能支援
・ＩＴやＩＣＴを活用した事業間連携促進
・既存事業の付加価値創出、新規ビジネス創出推進
・地場企業への愛着等を養う周知啓発活動

商工会助成金、創業支援補助金、店舗改装等利子補給事業、
たばこ販売協同組合助成金　等

町内新規ビジネス創出等の支援件数

町内事業承継に係る支援件数

TSMCの進出に伴い、関連企業等の立地相談や企業進
出が相次ぎ、町の優位性を活かした企業誘致を行うこと
ができた。

・観光資源と食のコラボレーション等の施策検討
・肥後大津駅や周辺商業施設に車でアクセスしやすい環境整備
・大型ショッピングモール誘致推進
・シティプロモーションによる魅力の外部向け情報発信推進

商工会助成金、店舗改装等利子補給事業、たばこ販売協同組
合助成金　等

各種団体等への支援について計画的に事業を推進する
ことができた。引き続き各種団体等へ適切な支援を行
い、連携して事業を推進する。

３．商業の振興
～まちの賑わいと活力の創出
～

土地情報紹介（収集）面積 企業誘致パートナー制度を活用しながら、土地情報の提供や企業等とのマッチングを行った。

各種団体等への支援について、地場産業の経営支援が
行われた。商工会との連携を深め、引き続き経営支援の
事業を推進する。

町民アンケートの自由意見では、公共交通機関への不便さの記載はあまり見られず、品ぞろえの不足に対
する意見が見られる状況である。

商工会と連携し、深刻な問題となりうる事業承継への対応を進めていく。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.観光資源の磨き上げおよびＰＲ強化 B B B

2.滞在型・体験型観光の振興 B B B

3.スポーツコンベンションの推進 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

件/千件 203/307 260/400 164/491 113/114 105/303

千円/年 624,457 800,000 1,032,454 633,014 742,184

％ 1.07 1.15 1.01 1.02 調査中

人 174,439 270,000 258,448 308,791 調査中

件 1 5 3 2 0

人/年 1,035,587 1,600,000 2,173,545 1,511,759 1,598,938

　例年行っているサッカーキャンプのほか、体験型イベン
トの実施やモルック大会を開催し、スポーツを活用したコ
ンベンションの誘致につなげる活動ができた。今後は宿泊
者が増加すると思われるので、町の施設を利用したス
ポーツ合宿やスポーツキャンプの誘致を図っていく必要
がある。

観光情報動画・ＳＮＳ発信数/アクセス
数

各種団体助成事業（観光資源の創出）、観光振興事業、明日の
観光大津を創る会助成金、肥後おおづスポーツ文化コミッション
補助金、町ビジターセンター管理費、地方創生事業、ふるさと寄
附事業　等

・道の駅大津やＨＳＲ九州等の民間企業との連携・協力体制強化
・農山村生活、伝統的な武道や文化体験、ヘルスツーリズム等の展開
・町内目玉施設の活用強化
・各種団体、近隣市町村との連携、より合理的な協力体制構築推進

各種団体助成事業（滞在型・体験型観光の振興）、地域おこし
協力隊事業、観光振興事業（再掲）、スポーツによる地域活性
化推進事業補助金

　ＨＳＲ九州などの民間企業のイベントに肥後おおづ観光
協会が積極的に連携し町のＰＲ活動を行った。また、教
育旅行も行っており、今後も、新たな取り組みや既存事
業の周知方法やブラッシュアップを図り滞在人口を増や
していく。

・大型大会誘致、施設を活かしたスポーツコンベンション推進
・スポーツ合宿やキャンプの誘致
・農業、畜産業、商工業、宿泊業、飲食業等との連携体制構築
・「スポーツの森駅」の新設や近隣への商業施設等誘致検討

観光振興事業（再掲）、スポーツによる地域活性化推進事業補
助金（再掲）

指標に対する所見

町内の観光情報やイベント情報の発信はもちろんのこと、熊本県、近隣市町村と連携して情報発信に努め
たい。

・歴史文化、自然などの資源を活かした動線づくり、更なる魅力化
・肥後大津駅周辺から町全体へ向けた賑わいづくり
・民間企業との連携、マーケティング手法活用推進、情報発信強化
・町のファンづくりとＩＣＴを活用した広報戦略

　新型コロナウイルス感染症が終了し、つつじ祭をはじめ、
多くのイベントが再開した。中でも、７月１５日に開催した、
「南阿蘇鉄道全線開通歓迎事業」では多くの来場者があ
り、同時開催の大津夜市にも多くの来場者があった。夏は
地蔵祭り、秋にはからいもフェスティバルの実施ができ、
肥後おおづ観光協会や明日の観光大津を創る会などと
連携した事業展開ができた。

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

基本施策ごとの目標指標

肥後おおづスポーツ文化コミッションに
よるスポーツ大会・合宿開催数

スポーツ大会や合宿の誘致や町のスポーツ施設を利用した活動を行っており、今後も地域経済の活性化
を図る。

滞在人口率

ふるさと納税寄附額・ＥＣ販売額

新型コロナウイルス感染症が終了し、観光や企業活動が活発となってきており、滞在人口率は増加してい
る。

町外事業者の導入により新規事業者や返礼品の開拓、増加につなげることができた。新たな分野の返礼品
の開発など寄附額を増額させるための取り組みを引き続き行っていく。

町内のホテルなど宿泊施設や飲食店、肥後おおづ観光協会、明日の観光大津を創る会、肥後おおづス
ポーツ文化コミッションなどの各種団体と連携し、交流人口の増加を図りたい。

宿泊客数
新型コロナウイルス感染症が終了し観光客が増加してきており、ＴＳＭＣに関係する企業の進出や近隣市町
村を含む企業の影響により宿泊客数は増加傾向にある。

４．観光の振興
～地域特性（自然・宿場町）
を活かした観光・交流の促進
～

観光入込客数
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第２期　大津町まち・ひと・しごと総合戦略　評価シート

目標
基準値
（Ｒ２）

R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ6）
目標値
（Ｒ７）

目標  基準値（Ｒ２） R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ６）
 目標値（Ｒ７）

製造業関連企業新規立
地協定数

1 4 9 16 10

ＩＴ関連企業新規立地協
定数

0 0 0 3 8

②企業間連携の推進 ・町と企業、企業間の連携強化

大津町内の企業で組織する大津町企業連
絡協議会を通して、情報交換や交流、連携
を強化し、協議会参加企業の発展と大津
町企業のイメージアップを図る。

各種行事を開催することができ、企業間交流を深め
ることができた。会員企業増加により、事業実施の際
の参加企業数を制限せざるを得ない事業もあるため
（現状：企業ガイダンスは２０社のみに限定等）、開催
手法等を検討していく必要がある。

当協議会の活動により、町内企業間の連携が活発な
ことも、大津町へ企業立地をする企業にとっては魅力
の１つとなっていることから、新たに立地する企業へ
も当協議会への加入促進しながら、更に連携等を強
化していく。

③農産物のブランド化
と流通促進

・町の農産物の付加価値創出
・農産物ブランドの確立・ＰＲ
・新たな販路開拓

農業関係団体と連携し、安全・安心な農畜
産物生産の支援を行う。また、販売促進会
の開催により、ブランド確立のためのＰＲ
と流通促進を図る。

農畜産物の販売促進会
の開催数

0 0 2 2 4

JAや畜産農協等、農業関係団体への助成事業により
農畜産業の振興を図った。JAによるゆうパックカタ
ログ販売やJA酪農部会、観光協会と連携した販売促
進会を実施し、町農畜産物の消費拡大、PR強化を
行った。更なる消費拡大等に向け、新たな取り組みの
検討が課題。

農業関係団体が持つブランドと連携し、地産地消の
推進と消費拡大に取り組んでいく。また、町特産品の
更なる流通促進と生産振興を図るため、視察研修等
を行い、販売方法等についても協議を進める。

④新ビジネスの創出支
援

・既存事業の付加価値創出、新規ビジ
ネスの創出
・町内事業者の域外進出・業務拡大

町商工会や地域金融機関等と連携し、
様々な創業時の課題を解決する。

町内新規ビジネス創出
等支援件数

81 33 36 52 91
経営や創業、事業承継などの相談支援や国、県が実
施する補助事業にも会員・非会員問わず相談支援を
行い、商工業者に寄り添った活動ができた。

引き続き商工業者の支援の充実を図りながら、創業
などの支援を行っていく必要がある。

①若者の地元企業就職
支援

・若者の地元企業への就職促進

人手不足が深刻化し、特に新卒者の県外
流出や離職防止のため、地元企業の魅力
を発信する取組みを行い人材確保に努め
る。

高校新卒生の就職定着
率

91 93 100 100 95

企業連絡協議会主催では、企業ガイダンスや学校の
進路担当者との意見交換、工場見学会を実施するな
ど、地元就職のメリットなどをアピールできた。また、
熊本県産業エキスポにも出展し、参加した高校生に対
し、町のPRや企業紹介を行うとともに、菊池圏域自
治体とも連携し、研修会を実施した。企業が求める人
材と就職を希望する学生とのギャップを精査し、確実
な人材確保ににつなげていくために、学校や企業な
どと意見交換等を行いながら、雇用につなげる事業
を更に展開する必要がある。

高校生の時期だけではなく、大学・専門学校等に通う
学生等にも、地元企業をアピールする機会を設ける
など、継続的に事業を展開する。

認定新規就農者数 7 9 11 11 12

認定農業者数 168 188 187 185 178

１ 「おおづ」の生活
機能を高める

①まちのにぎわい創出
・中心市街地のにぎわい創出
・にぎわいの周辺地域への波及
・遊び場、憩いの場としての公園整備

商工会や観光協会などとの連携による商
店街の活性化や観光の振興

商業振興に対する住民
満足度

20.3 21.8 21.8 21.2 40.0
商工会を中心に各種相談や支援事業を行い、商工業
者に寄り添ったサポートを行った。

経済の活性化を図るため商工会の機能充実を支援す
るとともに、中心市街地の商店街の活性化を支援す
る。

２ 「おおづ」の魅力
を伸ばす

①観光のまちづくり
・魅力的な観光コンテンツの整備
・情報発信の強化

自然環境や歴史・文化などの観光資源を
磨き上げ、ＰＲを強化する。

観光入込客数 1,035,587 2,173,545 1,511,759 1,598,938 1,600,000
令和５年度に開催した夜市を、年間を通じて４回実
施、安定的なイベント開催の運営を見出すことができ
た。

夜市などの新たなイベントや教育旅行など体験型観
光の創出やスポーツコンベンションの推進などを進め
ていく。

１ 「おおづ」に住み
たいに応える

②地方移転の推進 ・都市部の企業の機能移転の促進

産業支援サービス業（IT企業)向けの補助
金制度を創設し、新分野の企業が進出しや
すい環境を整え、更なる企業誘致に努め
る。

空き家バンク登録数 2 1 1 0 10

空き家の適正管理に関する啓発チラシの配布などに
より、空き家バンク等の制度の周知をおこなったもの
の、物件の登録数の増加までには至らなかった。老朽
危険空家等除却促進事業の活用により、管理不全空
家の除却を実施した。

空き家バンク制度により空き家の利活用を促進する
とともに、老朽危険空家等除却促進事業により危険
な空き家の除却を実施する。

①おおづを体験したい
を叶える

・農山村生活体験、文化体験、ヘルス
ツーリズムなどの展開
・町外の人や町内移住者との新たなつ
ながり形成

豊かな自然などを活かした農山村生活、武
道や文化、体験ヘルスツーリズムをなどを
展開する。

滞在人口率 1.07 1.01 1.02 調査中 1.15
スポーツ文化コミッションの活動として、「スポーツと
地域の活性化」講演会及び参加者によるワークショッ
プを実施

体験型観光商品の販売やスポーツ大会、合宿などを
誘致し、地域経済の活性化を図る。

ふるさと納税寄附額・
EC販売額

624,457 1,032,454 633,014 742,184 800,000

ふ る さ と 納 税 リ ピ ー
ター率

4.1 5.5 9.0 8.1 7.4

基本目標

数値目標

基本方針 施策の方向性 目標

各種補助事業や施策の推進により、担い
手を確保する。また、営農継続のための支
援（ハード・ソフト）を行う。

窓口での相談対応や関係機関と連携したサポートに
より、認定新規就農者及び認定農業者数は維持され
ているが、農業従事者の高齢化や担い手不足は引き
続きの課題である。また、営農継続・安定のため、補
助事業の活用、各種支援策の周知等は今後も必要で
ある。

今後の方向性
（R７年度以降の取組方針）

①町内産業の活性化支
援

・更なる企業誘致の推進
・ＩＴ企業などの産業支援型企業の誘
致
・産業発展のためのインフラ整備

企業進出の相談が多い中、民間事業者（金
融機関・不動産関係等）との連携を強化
し、売買可能な民地の情報把握・情報提供
を行い、更なる企業誘致を進めるととも
に、町の工業団地整備を早期に進めてい
く。

TSMCの進出発表以降、関連企業等の進出や立地相
談が増加している。企業誘致パートナー制度により金
融機関や不動産関係から物件情報を入手しながら、
企業誘致を行うことができた。TSMC第2工場進出
決定もあり、更なる企業進出相談が予想される。早急
に企業進出の受け皿となる工業団地整備を進めてい
く必要がある。

ＫＰＩの達成状況

R６年度の成果と課題
目標達成に向けた取組方針

（戦略骨子）

・返礼品数や企画数を増やすなどの工夫により、前年
度より多くの寄附を集めることができた。

・既存返礼品において寄附額を上げるための施策の
検討
・地場産業活性かつ寄附額向上に寄与する魅力的な
返礼品の開発

１　「おおづ」で働く
を支える

生産年齢人口（人） 21,444 21,736 21,762 22,367 22,000

②おおづを応援したい
を叶える

・ふるさと納税などを通じた応援者の
増加
・大津町への愛着心の創出を通じた人
やしごとの流れづくり

町外の方に大津町の特産品や取り組みをPR
し、ふるさと納税を通じて応援してもらうとと
もに、単に資金の流れに留まらず、来訪しても
らうきっかけや、大津町への愛着心を生み出す
ことで、人や仕事の流れを創出するためのつな
がりを広げる。

農作業の効率化・省力化に向けたスマート農業推進支
援事業により、担い手確保と農業経営維持を図る。ま
た、将来の農地利用の姿を明確にした地域計画や各
種交付金事業の活用により、農地集積・集約化の推進
及び担い手確保・育成につながる対策を行っていく。

民間事業者（金融機関・不動産関係等）との連携を強
化し、売買可能な民地の情報把握・情報提供を行いな
がら企業誘致を進行するとともに、町の工業団地整
備を早期に進めていく。

②農業分野における担
い手の確保と働きやす
い環境の整備

・新規就農者の確保と育成
・若い世代や女性の就農促進
・農業の安定的経営の実現

１　「おおづ」の産
業成長を応援する

２　「おおづ」で働く
人を育てる

３ 「おおづ」を住み
やすいまちにする

大津町は暮らしや
すいと回答する割
合

82.7 81.8 80.3 78.0 87.7

2,360

２ 「おおづ」とのつ
ながりを広げる

４ 「おおづ」に新し
い人のつながりを
つくる

転入者数 2,273 2,372 2,305 2,858
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.健康づくりの推進 A A A

2.保健予防の充実 A A A

3.地域医療との連携充実 A A A

4.健康保険制度の円滑な運営 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 45.7 50.0 39.1 45.6 42.3

％ 36.2 60.0 44.1 44.2 44.4

％ 8.3 5.0 9.8 8.5 7.8

％ 100.0 100.0 100.0 100 100

円 311,866 330,000 340,036 336110 347,625

1.子育て支援の充実 A A A

2.保育サービスの充実 A A A

3.子どもを安心して生み育てられる地域づくり A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 34.7 50.0 36.1 36.4 33.6

人 11 0 0 0 0

％ 78.6 90.0 80.0 84.0 84.0

件 1,173 2,000 1,070 864 1,246

血糖値や血圧などが受診勧奨値の人に保健師等が訪問
し、重症化予防の指導を行った。医療費抑制のための個
別指導を継続して行うとともに、R4～R6年度まで実施し
た地域活性化企業人制度で改善した各種健康教室や
健康づくり事業も並行して実施する。

安定的な国保財政運営を維持するために、国保被保険
者の負担に配慮しながら、R6年度に13年ぶりに税率等
の引き上げを行い、不足分については一般会計からの法
定外繰入を実施。県との連携のもとで医療費の抑制に努
めながら、国保税の必要額の確保を図り、安定した財政
運営を行っていく。

２．子ども・子育て支援の充
実
～安心して出産・子育てがで
きる環境づくり～

特定健診受診率
新型コロナウイルスの影響で低下していた特定健診受診率は上昇傾向にあり、R6の特定健診受診率は
44.4％となり、特定健診受診率は過去5年で最高水準となった。

・持続可能な国民健康保険制度の運営
・健康課題の見える化、重症化予防のための保健事業実施
・適正な後期高齢者医療制度の運営
・高齢者の保健事業および介護予防事業等実施
・こども医療費助成制度の持続的な実施に向けた適切な受診啓発推進

国民健康保険特別会計事業、後期高齢者医療費事業、こども
医療費助成事業　等

・子ども医療費の無償化、多子世帯への保育料軽減の継続
・多様かつ分かりやすい情報発信・サービス周知
・相談窓口の機能強化、各種関係機関への適切な連携

こども医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業、多子
世帯への保育料軽減、児童手当支給事業、子育て短期支援事
業、乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業、養育支援訪問事業

・多様な保育ニーズに備える、多様なサービスの充実
・医療的ケアを要する子どもや家庭を支援できる体制整備
・待機児童ゼロの維持、入所率の適正化
・保育人材確保に向けた就労状況・賃金等の処遇改善推進

単位

低出生体重児出生率
低出生体重児の出生率の推移はバラツキがあるが、要因としては、妊婦自身の体質と生活習慣の関連が
考えらるため、早産予防対策の実施が重要となる。

保育所の待機児童数 保育士確保や離職防止に努め、多様な就労形態にも対応できるような体制づくりを行う。

人の話を最後まで聞く年長児の割合
定期的な周知をはじめ、取り組める事例を紹介する等し、大津町「三つの約束」を達成できるよう、家庭や
園と連携していく。

指標 単位 従前値 目標値

子育て世帯に対する事業の実施により、仕事と子育ての
両立支援、育児に対する不安や負担の軽減に努めた。
今後もニーズの増加が見込まれるため、支援の充実を
図っていく。

指標

・健康アプリを活用した健康づくり事業実施
・運動の定着と民間企業と連携した健康運動事業実施
・ライフステージに応じた食育指導や健康教室等推進

健康増進事業

施設型給付費・地域型保育給付費、障害児保育事業、施設等
利用給付費、一時預かり事業、延長保育事業　等

・切れ目ない支援に向けた、関係機関連携強化
・支援の地域格差解消に向けた保育園への相談窓口設置
・地域子育て支援拠点事業の充実
・子ども家庭総合支援拠点設置
・「ファミリー・サポート・センター事業」の充実
・働きながら安心して子育てできる環境の更なる充実

地域子育て支援拠点事業、要保護児童対策協議会事業、ファ
ミリー・サポート・センター事業、病児・病後児保育事業、放課後
児童健全育成事業　等

実績値（後期基本計画期間）

予防接種事業、新型インフルエンザ対策事業、食品監視活動
補助金、母子保健事業、養育医療事業、新型コロナウイルスワク
チン接種事業

・菊池圏域医療機関による休日・夜間の診療体制維持
・町民への適切な情報提供に基づく救急医療機関の適正利用推進

地域救急医療対策事業

従前値

児童福祉・子育て支援の満足度

過去2年と比較して利用は増えているが、引き続き事業の周知に努める。

子育て世帯やひとり親世帯に対し、児童手当、各種支援
事業、医療費助成事業を実施したことで、子育て環境の
充実と家計の安定を図ることができた。

実績値（後期基本計画期間）
指標に対する所見

目標値

運動習慣の割合
体成分測定や健康アプリの普及が運動習慣の定着につながってきている。引き続き健康増進事業等の推
進により運動習慣の定着を図っていく。

休日・夜間診療体制の整備度 菊池圏域の医療機関の協力により、休日及び夜間の救急医療体制を維持することができた。

１人あたり保険給付費（国民健康保険）
被保険者数は減少や新型コロナ感染者数が減少した等の理由で保険給付費は減少傾向にあるが、高齢
者の増加や医療の高度化等により、一人当たりの医療費は高水準となっている。

菊池圏域の救急指定医療機関の協力により、救急医療
体制や休日の診療体制を維持することができた。住み慣
れた地域で安心して暮らせるための事業であるため、今
後も継続して休日や夜間の診療体制を維持していく必要
がある。

子宮頸がん予防ワクチンのR6年度キャッチアップ対象者
へ個別通知や広報、ホームページ、LINEにより周知を実
施した。定期接種は必要な時期にワクチン接種が受けら
れるよう、今後も周知啓発を行う。また、帯状疱疹予防接
種の開始や四種混合ワクチンの市場流通終了などにつ
いて、対象者や医療機関へ必要な情報提供を行う。

保育士確保や離職防止に努め、昨年に引き続き待機児
童ゼロとすることができた。今後も人材確保や負担軽減に
よる離職防止に努め、多様な就労形態や保育ニーズに
対応していく必要がある。

児童福祉・子育て支援の満足度は,やや下がっているため、様々な媒体を活用して、子育て支援事業の周
知に努め、サービスの充実を図る。

ファミリーサポート利用件数

基本施策ごとの目標指標

１．健康・保健の充実
～町民の健康づくりと地域医
療との連携拡充～

基本施策ごとの目標指標

・生活リズムに重点を置いた乳幼児健診等保健指導実施
・電子申請による健診等申込体制整備
・電話や訪問による保健指導等強化
・生活習慣病重症化予防、生活習慣改善に向けた特定保健指導推進
・各種予防接種、予防啓発活動
・「こころの健康」の啓発、相談しやすい体制整備
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.高齢者が活躍する場の充実 B B B

2.高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽの充実と地域包括ｹｱｼｽ
ﾃﾑの構築

B B B

3.介護保険制度の円滑な運営 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

人 45 60 36 26 46

％ 76.8 80.0 73.5 74.2 72.1

件 19 30 23 26 27

団体 22 32 26 26 29

歳 82.8 84.0 81.2 82.2 80.6

1.障がい者支援の総合的推進 B B B

2.自立・社会参加と地域共生社会の実現 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 92.6 95.0 97.0 89.0 97.0

％ 69.5 75.0 58.2 54.2 54.9

人/年 18 20 19 15 20

人/年 4 5 4 3 2

指標に対する所見

福祉サービス利用後の一般就労移行
者数

引き続き一般就労の促進に向けて、関係機関と連携した就労の選択・定着に係る相談支援等に取り組む。

基本施策ごとの目標指標

指標 単位 従前値 目標値

高齢者見守りネットワーク協力団体登録
数

令和5年度は協力団体の追加はなかったが、令和6年度は3か所の登録があった。現在29カ所となっており、今後も
PR活動を通して増やす努力を行っていく。

新規要介護認定者の平均年齢 新規要介護認定者の平均年齢が上がった。これからも介護予防に取り組み、健康寿命を延ばしていきたい。

障がい児福祉サービスの利用決定人数
に対する実利用人数の割合

シルバー人材センター就業率

介護予防に取り組む「通いの場」の数

シルバー人材センター育成事業、金婚表彰事業、敬老事業老
人クラブ補助事業

実績値（後期基本計画期間）

障害児通所支援事業は、利用決定人数、実利用人数ともに年々増加しているが、希望する事業所が定員
に達していて利用に至っていないケースもある。

令和５年度末に「大津町障がい者基本計画」、「第７期大
津町障がい福祉計画・第３期大津町障がい児福祉計画」
を策定した。ニーズが拡大している障がい児支援につい
て、引き続き早期発見や早期支援につなげる取り組みを
実施し、障がい児福祉サービス等の適切な提供に努め
る。

障がい福祉サービスや各支援事業の実施により、障がい
者の自立生活や社会参加の促進を図ることができた。障
害のある人を含め誰もが地域の中で認め合い、輝きと生
きがいをもった生活ができるよう、障がいの理解に向けた
啓発活動や、障がい者の就労・社会参加の場の提供と
情報発信に努める。

・重度心身障害者医療費助成事業、障害福祉サービス事業、
障害児通所支援事業、巡回専門員派遣事業、ペアレントプログ
ラム事業　等

目標値
実績値（後期基本計画期間）

就業率は若干伸びている。希望する職種以外は受注されない登録者も多い。

通いの場を増やす支援を行っている。1地区ごとに丁寧に取り組みを説明し増やす努力を今後も行っていく。

指標に対する所見

前年度と比較し、新規加入者数は減少したが、広報などで会員を増やす努力は続けている。

単位 従前値

通いの場でのInBody測定を開始し、健康相談・健康教育、フレ
イル状態の把握を行うとともに、通いの場の運営支援を行っ
た。今後も、事業の見直しを行いながら、地域包括システムの
推進を図る。

第８期介護保険事業計画に基づいて介護保険の円滑な
運営を図ることができた。第９期計画期間中も引き続き
円滑な運営を目指す。

・自立支援型のケアマネジメント推進
・生活の質を維持・向上させる、適正な介護保険制度運営
・ICT導入支援、介護アシスタントの養成・施設等とのマッチング
・外国人労働者確保に向けた取り組み推進

介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算
介護サービス等費、その他諸費、介護給付費等費用適正化事
業、介護認定調査等費、介護基盤緊急整備特別対策事業補
助金

高齢者就労により生きがいを持って活躍できるようシル
バー人材センターに補助を行った。また、老人クラブの活
動が充実するよう補助を行い支援した。介護施設でのボ
ランティアのマッチングも行っている。

４．障がい者福祉の充実
～みんなが笑顔の福祉のま
ちづくり～

障がい福祉への関心度
障がい福祉の充実を重要、やや重要と考える人の割合が減っている。引き続き住民が障がいについて関心
を持ち、理解を深めるための広報・啓発活動に取り組む必要がある。

就労継続支援事業の新規利用者数（Ａ
型、Ｂ型）

新規利用者数は前年より減少した。障害がある人の生活基盤の確保や働くことによる生きがいにつなげるた
め、事業所と連携しながら支援を行っていく。

・障害福祉サービス事業
・多様な雇用や就労環境整備、居住環境整備の支援、啓発活動実施
・生活基盤確保、就労継続支援事業充実、一般就労への移行支援
・趣味や文化・学習活動等への参加の場の提供と情報発信

・効果的な予防事業実施、啓発強化による健康づくりのすそ野拡大
・地域人材の育成と活躍の場の提供支援
・生活支援等サービスの充実、「高齢者等見守りネットワーク」の拡充
・認知症の早期発見・早期ケア、認知用の人や介護者を支える体制整備
・住まい・医療・介護等の地域内での一体的な提供体制推進
・専門員の配置を含めた総合相談機能充実

基本施策ごとの目標指標

３．高齢者福祉の充実
～高齢者が生きがいをもっ
て、健康で安心して暮らせる
環境づくり～

指標

・シルバー人材センターの新規会員数拡大・利用促進、雇用創出活性化
・老人クラブへの新規加入者獲得や担い手確保推進
・ボランティアやまちづくり団体等の各種コミュニティとのマッチング

シルバー人材センター新規加入会員数

高齢者外出支援サービス事業、保健事業と介護予防の一体的
実施事業（介護分）、地域介護予防活動支援事業（重層的地域
づくり事業）、地域包括支援センター運営事業（重層的包括相談
支援事業）、生活支援体制整備事業（重層的地域づくり事業）
等

・緻密な実態調査に基づく次期障がい福祉計画策定
・発達障がいの早期発見に向けた巡回相談実施
・適切な療育へ早期につなげるための療育機関との体制整備
・「ふくしの相談窓口」のさらなる周知と機能強化
・各種関係機関との連携、専門職増加等による体制整備と伴走型支援
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.包括的支援体制の構築 B B B

2.地域福祉意識の高揚 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 48.0 70.0 48 40 37

％ 20.3 40.0 21.2 19.2 18.0

カ所 18 27 18 19 20

％ 26.5 55.0 46.8 44.8 39.9

５．地域福祉の充実
～みんなが笑顔の福祉のま
ちづくり～

・役場関連部局、各支援機関が連携して対応できる体制づくり
・スムーズな連携に向けたコーディネート役の資質向上、役割明確化
・個別の相談事例分析を通じた事例別支援方法の一般施策化
・地域に密着した各種福祉活動の活発化

「地域福祉の充実」に対する満足度

相談支援包括化推進員の相談終結割
合

災害時避難行動要支援者名簿記載情
報の提供同意者割合

・平時でも地域での支え合いが実現できる仕組みの共有化・改善
・地域福祉活動を実施する地区の増加
・地域課題を議論・解決できる体制構築に向けた地域福祉実践支援
・災害時の避難行動、適切なケアにつながる受援・支援体制強化
・孤立を生まない地域福祉に向けた啓発

災害時避難行動要支援者支援事業、民生委員・児童委員活動
補助金、大津町社会福祉協議会補助金、地域づくり推進事業
（地域福祉）　等

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

小地域福祉活動推進地区数

地域づくり推進事業（地域福祉）、多機関の協働による包括的支
援体制構築事業

複雑化・複合化した課題のある世帯も多く、終結につなげることが難しく、終結割合は前年より減少した。課
題解決のため、地域資源の掘り起こしや支援機関との連携を推進する。

コロナの影響もあり、地域福祉活動が推進できなかったため、満足度は前年より低下した。地域への働きか
けをすすめ、地域福祉活動を推進し、地域共生社会の実現に向けた地域住民の意識醸成を図る。

コロナ禍により地域の活動が制限されていたが、地域活動が再開されつつあり、活動地区は増加した。さら
に地域活動を推進するため、行政区嘱託員、民生委員・児童委員と連携し、地域への働きかけを行ってい
く

避難行動要支援者名簿記載情報の提供に対する同意者割合は前年より減少した。地域の防災意識向
上、地域福祉推進のため、地区での制度説明等を行い、さらに同意者を増加させていく。

包括化推進会議等において、様々なケースの情報共有
や、課題のある世帯と地域資源のマッチングの検討を行
い、支援につなげた。相談経路については、関係機関か
らの相談が増加するなど、ふくしの相談窓口の認知度は
向上してきていると考えられる。引き続き、相談案件を終
結できるよう、相談支援包括化推進員が各種支援のコー
ディネートに専念し、各支援機関の役割を明確化、各支
援機関や庁内での連携体制の強化が必要。地域づくりに
おいては、コロナ禍が終息し、地域の活動が再開されつつ
あるため、地域福祉推進のための活動を促していく必要
がある。

災害時避難行動要支援者支援については、行政区嘱託
員会議、民生委員・児童委員協議会で要支援者名簿に
ついて説明し、名簿の活用や地域版防災計画の策定を
推進した。コロナ禍が終息したため、各地区への活動の
働きかけを強化していく。社会福祉協議会や民生委員・
児童委員と連携しながら、地域共生社会に向け、世帯課
題を含め、住民自ら課題を解決できる体制を更に構築
し、充実させていく。

指標に対する所見

基本施策ごとの目標指標
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第２期　大津町まち・ひと・しごと総合戦略　評価シート

目標
基準値
（Ｒ２）

R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ6）
目標値
（Ｒ７）

目標  基準値（Ｒ２） R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ６）
 目標値（Ｒ７）

今後の方向性
（R７年度以降の取組方針）

ＫＰＩの達成状況

R６年度の成果と課題
目標達成に向けた取組方針

（戦略骨子）
基本目標

数値目標

基本方針 施策の方向性 目標

１　「おおづ」で働く
を支える

生産年齢人口（人） 21,444 21,736 21,762 22,367 22,000
２　「おおづ」で働く
人を育てる

③多様な担い手の創出
・若者、女性、高齢者、障がい者など多
様な担い手の就職促進

シルバー人材センターの新規会員数の拡
大を図り雇用創出の活性化を図る。

シルバー人材センター
就業率

76.8 73.5 74.0 72.1 80.0

シルバー人材センター会員数や老人クラブ加入者数
の増加を目指し、活動PRのための広報等を行い一定
数の新規加入等はあったものの、脱退等もみられた
ことから総数としては減少となった。今後さらなる会
員数の増加が望まれる。

シルバー人材センターの育成及び会員数増加を目指
し、継続して補助を実施するとともに、活動PRのため
の広報等を継続する。

①経済的支援の充実
・子育てにかかる各種経済的負担の軽
減
・各種助成制度の活用促進

ひとり親家庭に対しては、医療費の助成を
行い、子育て環境の充実と家計の安定を
図る。また、経済的理由により就学困難な
児童生徒の保護者に対し、必要な援助を
行い、義務教育の円滑な実施を図る。

児童福祉・子育て支援
の満足度

34.7 36.1 36.4 33.6 50.0

子育て世帯に対し、児童手当を支給し、家庭等におけ
る生活の安定に寄与することができた。また、放課後
児童クラブ利用サポート事業を実施し、多子世帯の放
課後児童クラブ利用料に係る負担を軽減することが
できた。

現在、実施している子育て支援策については、周知を
しっかり行いながら、引き続き継続していく。

保育所の待機児童数 11 0 0 0 0

ファミリーサポート利用
件数

1,173 1,070 864 1,246 2,000

肥後おおづスポーツ文化コ
ミッションによるスポーツ大
会・合宿開催数

1 1 2 1 5

国保特定健診での運動
習慣の割合

45.7 39.1 45.6 42.3 50.0

87.7
２ 「おおづ」の魅力
を伸ばす

３ 「おおづ」を住み
やすいまちにする

大津町は暮らしや
すいと回答する割
合

82.7 81.8 80.3 78.0

２ 「おおづ」での結
婚・出産・子育てを
叶える

出生者数 344 312 301 269 375
１　「おおづ」での
出産・子育てを叶
える

R4年度から地域活性化起業人を活用して新たな健
康づくり事業の実施と現行事業の見直しを行い、R5
年度は運動習慣の割合が増加していたが、R6年度は
微減となっている。

医療費抑制のための重症化予防として個別指導を継
続して行うとともに、R4～R6年度まで実施した地域
活性化企業人制度で改善した各種健康教室や健康づ
くり事業も並行して実施する。

出生数は減少傾向だが、保育所入所率は増加してお
り、保育の需要は高くなっている。そこで、待機児童
を生じないためにも、保育士確保は引き続き取り組
んでいく。併せて、今後は保育の質の向上にも注力し
ていく。
現在実施している子育て支援策については、家庭の
様々なニーズに対応するため、引き続き実施すると
ともに、子育ての孤立や虐待リスクの低減のため、親
子や子どもたちにとっての居場所づくりの充実を図
る。

③スポーツ・健康のまち
づくり

・町民の健康づくりを支えるスポーツ
機会の提供、環境づくり
・町民の健康づくりの意識向上
・町外からのスポーツ大会や合宿の誘
致

【町民の健康づくりの意識向上】
これまで実施してきた健康推進事業に加
え、新たな健康づくり事業や健康アプリの
活用などを通して、日々の生活習慣として
の運動の定着と裾野の拡大を図る。

②子育てサービスの充
実と環境整備

・延長保育や一時預かり、休日保育、
障がい児保育など多様な保育サービ
スの充実
・保育人材の確保、処遇改善等

就労形態が多様化する中でも、必要な家
庭に必要な保育が提供されるよう、保育人
材を確保し、多様な保育サービスの提供を
行う。

待機児童解消対策として保育士確保に努め、年度当
初の待機児童を０人とすることができた。休日保育の
利用者が増加傾向にあり、職員配置を工夫し、できる
限り受け入れができるようにした。利用児童の在籍
保育所等と、休日保育に代わる家庭で過ごす時間の
確保について情報を共有するよう心掛けている。
従来の「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包
括支援センター」を統合し「子ども家庭センター」を設
置し、児童福祉と母子保健の連携を強化した。今後
も、各種子育て支援策を活用し、子どもたちの安全確
保を図っていく必要がある。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.基本的生活習慣の形成・確立 A

2.親力・家庭教育力の向上 B

3.困難を抱える家庭への支援 A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

3.0 3.2 2.9 3 3.1

％ 17.5 50.0 16.5 35.1 64.8

人 24 30 14 26 26

％ 71 75 82 71 81

・子どもの育みを保護者同士が相互に支えあうための交流機会の創出
・乳幼児期から学齢期につながる切れ目のない支援としての「大津町幼小接
続期カリキュラム」の一層の推進

・PTAをはじめとする関係機関との連携による「家庭教育⼒」の向上

・社会生活において重要とされる非認知的スキルの向上策の推進

・幼児教育の質の向上および幼保⼩中の連携強化

生涯学習推進事業
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１．家庭教育への支援
～教育の基盤となる生活環
境の実現～

・子どもたちが健康で知性と感性に富み、人間性豊かに育つ環境づくり
・「家庭教育力」の向上
・学校・家庭・地域の連携による「地域とともにある学校づくり」

「大津町学校教育ビジョン」における共通実践事項の評価

いじめ不登校等の未然防止と解消や特別活の充実など
継続的に取り組んでおり、小学校においては不登校数が
減少し、小中いずれも新規の人数を抑えている。引き続
き安全で安心な学校運営に向けた支援を行っていく、

・すべての子どもたちが安心して学ぶことができる環境整備 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業
就学援助制度の一層の充実を図るとともに、SSW・学校・
児童相談所・教育支援センター・福祉関係機関との連携
により、個別世帯への支援を継続していく。

基本施策ごとの目標指標

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見

「三つの約束」の実践状況評価 目標値には届かなかったものの、徐々に近づいている。引き続き啓発を行っていく。

携帯電話やスマートフォンの使い方につ
いて、家の人と約束したことをきちんと
守っている中学３年生の割合

意識が変容しつつあり大きく数値が伸びた。情報モラル教育を保護yさと共に行う学校が増えたことが要因
であると考えられる。

くまもと「親の学び」プログラム進行役養
成講座受講者数

R4までコロナ禍により活動が制限されていたが、活動が再開されつつあり、くまもと「親の学び」プログラム進
行役養成講座受講者数は増加した。保育所、幼稚園、認定こども園からの参加割合が少ないので啓発活
動等を行っていくことが課題である。

住民税非課税世帯の就学援助申請率 制度の周知方法の見直しや支給費目の拡大など制度の一層の充実を図る。

親力の強化についてはくまもと親の学びプログラムを活用
し進行役養成講座等にて保育所、幼稚園、認定こども園
に推進していくことができた。各施設の進行役の養成など
を今後の課題である。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.幼児教育（就学前教育）の充実と学校教育と
の連携強化

A

2.確かな学力の育成 A

3.豊かな心・人間性の育成 A

4.健やかな体・健康の増進 A

5.国際社会を生きる力の育成 B

6.教育環境の整備・充実 A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 17.6 50.0 17.6 17.6 17.6

全国値＝100 93.5 全国値100以上 98.2 97.7 103.9

全国値＝100 97.2 全国値100以上 96.1 93.8 97.1

％ 82.1 100 94 100 93.8

回 1 24 22 33 37

％ 37.2 46.0 44 34 41

％ 58.0 75.0 58.8 52.1 52.3

％ 64.5 70.0 68.1 71.2 64.7

％ 49.1 60.0 53.7 48.8 51.6

中学１年生および２年生で英語の勉強
が好きな生徒の割合
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２．幼児教育・学校教育の充
実
～生きる力を育み信頼される
学校・園づくり～

・幼稚園、保育所、認定こども園等における質の高い幼児教育の提供
・幼児期の学び・育ちを基礎として、小学校での学校生活に円滑に移行する
・保護者の育ちの支援

・陣内幼稚園管理費
・一時預かり（幼稚園型）事業
・くまもと「親の学び」推進事業
・保育園管理運営事業（大津保育園）

要領・指針に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい
１０の姿」を踏まえた幼児教育を実施するとともに、園だよりや保
育参観を通じて、保育・教育の取組を保護者に「見える化」して
きた。その成果として、幼児期の学びの場面や、重要性を保護
者と共通理解を図ることができた。今後は、児童が学校生活へ
円滑に移行できるよう、小学校と交流や意見交換の機会を見
直し、より一層の連携を図っていく。

・ICTを最大限活用した学びの実現に向けた授業改善
・自然災害等でも途切れず、学びの保障が可能なICT環境の適切な維持と
活用
・教職員の実践的指導力を高めるための研修会や先進地研修等を実施す
ることで、育成すべき児童生徒像を共有し、共通実践を図る

・情報教育関連事業
・学校人材育成事業補助金
・研究指定校補助金
・中体連及び九州大会出場補助金

児童生徒の授業習熟度に応じた、個別最適な課題をAIが作成
するソフトの活用を推進した。全教職員向けに活用事例の紹介
や情報共有、情報発信できるツールを活用すると共に成果や
課題を会議でも共有し、情報活用能力の向上に努めた。次期
の教育用タブレット端末や電子黒板等の情報機器更新に向け
て情報の収集、整理を行い、ICT教育の環境整備を引き続き行
う。

・施設の経年や児童生徒数の状況に応じた計画的な施設整備

・学校教育施設運営、管理事業
・学校教育備品
・小中学校増築及び改修工事
・学習支援指導員、特別支援・学校生活支援補助員配置事業

大津中学校長寿命化改修工事、護川小学校屋根改修工事が
完了し、照明器具のLED化、天井改修等により、教室、職員室
等の生活環境が向上した。校舎の外壁や屋根の改修工事、照
明器具LED化工事等の準備を進め学校施設の安全確保、環
境改善を進める。また、各学校の施設点検を行いながら、個別
施設計画を見直し計画的に改修工事を実施するよう努める。

基本施策ごとの目標指標

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見

「親の学び」プログラムを活用した保育
所、幼稚園、認定こども園等の割合

保育所、幼稚園、認定こども園への訪問での説明や、園長会議の場で取り組みを説明を行っている。今後
も継続的なアプローチを行い、「親の学び」プログラムの活用園を増やす努力を今後も行っていく。

中学３年生で英検３級以上を取得また
は相当する力を持つ生徒の割合

学校で取り組む英語教育の推進の追い風となるよう、補助金のPRを強化し英検受験を促進する。

実績値は横ばいである。目標値に近づくよう、日々ぼ指導改善を促していく。

勤務時間外における在校等の時間が
45時間以内の教職員の割合（中学校
教職員）

令和5年度より若干ではあるが実績値が上がり改善されている。引き続き残業時間が減るよう校長会等で
伝えるとともに、残業の多い教員に対して医師の面接指導などを行っていく。

・英語力や国際感覚の向上
・一人ひとりの社会的・職業的自立に向けたキャリア教育及び自ら将来を考
える力の育成
・郷土への誇りや愛着、時代の担い手意識を育む伝統と文化を学ぶ地域学
習や主権者教育の充実

・英検受験料補助金
・国際交流事業

学校で取り組む英語教育の推進の追い風となるよう、補
助金のPRを強化し英検受験を促進する。

勤務時間外における在校等の時間が
45時間以内の教職員の割合（小学校
教職員）

令和5年度より実績値が下がってしまったが、教員の働き方を改善し残業時間が減るよう注視していく。

・道徳的実践力や人権感覚を培うための道徳教育や人権教育の充実
・いじめの問題や不登校への対応に向けた、教育相談体制等の推進
・児童生徒への適切な指導を進める体制の整備
・子どもたちがふるさとの歴史と文化に誇りが持てる教育の推進

・学校教育推進事業補助金
・教育相談事業

校内教育支援センターの設置や多様な支援の在り方を
検討し、より早期に児童生徒の様子の変化にアプローチ
し、より身近に相談できる体制整備を行う。

・将来にわたって健康でいられる体力づくりの推進
・自ら健康管理や安全管理ができる子どもの育成や食と地域を結ぶ意識の
醸成
・安全安心な魅力ある給食の提供

・体育学習の充実や社会体育と連携したスポーツ環境の創造に
よる子どもの体力の強化
・栄養教諭等を活用した食育の推進により、自ら健康管理ができ
る子どもの育成と大津産品の理解の醸成
・施設の改善・維持管理の他、学校給食衛生管理の基準を遵
守することによる安全安心な給食の提供

バランスの取れた安心安全でおいしい給食を提供すると
ともに食育の推進を行う。

大津町学力調査正答率（小学校）
児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに的確に応えることができるよう、また、児童生徒が安心して学校生活
を送ることができるよう、適切に指導員等を配置する。

大津町学力調査正答率（中学校）
児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに的確に応えることができるよう、また、児童生徒が安心して学校生活
を送ることができるよう、適切に指導員等を配置する。

不登校児童生徒が教職員だけでなく関
係機関から支援を受けている割合

全ての不登校児童生徒を学校以外の関係機関からの支援につなげることができなかったが、今後は100％
を目指し、スクールソーシャルワーカーや教育支援センターにつなげていけるよう学校と連携して取り組んで
いく。

食育指導の実施（給食センターの学校
訪問指導）

給食の時間を活用した食材説明や学校との連携による「食の大切さ」を学ぶ取り組みを実践することができ
た。家庭での食習慣改善や朝食欠食対策など、学校給食だけでは解決できない課題が残っている。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.生涯学習の充実 B

2.生涯学習環境の整備 B

3.スポーツ環境の基盤整備・活用 B

4.スポーツ活動の場および機会の提供 B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

人 3,016 3,500 3,866 4,053 4,085

件 20 35 25 36 27

人 25,994 28,000 21,208 27,513 32,144

人
町内

82,592
町内

130,000
町内

153,539
町内

176,218

人
町外

34,190
町外

70,000
町外

128,869
町外

111,435

％ 51.0 65.0 51.6 49.6 49
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３．生涯学習・生涯スポーツ
の推進
～学びを通じた人づくり、地域
づくりの推進～

・住⺠ニーズを捉えた多様で魅⼒ある生涯学習講座等の開催およびSNS等

も活⽤した多様な世代の参加促進と地域人材の後継者育成

・図書館の魅⼒化による利⽤促進に向けた各種イベント・講座の開催や資料

の充実
・地域学校協働活動推進員や学校と共に進める地域の特色を生かした活
動、子どもの居場所づくりの推進（地域と共にある学校づくり）

図書館の運営、図書館施設整備事業、生涯学習推進事業

図書館の魅力(強み)とは、全ての情報(資料)が揃ってい
るところで、単に利用者に貸し出すだけでなく、町民の課
題解決やスキルアップ実現のためのきっかけづくりとして、
各種イベントや講座をこれからも開催していく。但し、開館
20年を超えて施設の老朽化、またこれから望まれる地域
拠点施設としての図書館運営のためには施設のリニュー
アルも検討していかなかればならない。また、生涯学習推
進事業においては各学校での特色を生かした活動が充
実してきている。また各課と連携して子どもの居場所づくり
を推進していく。

・地域との協働と積極的な情報発信による地域施設の利活⽤の推進および

生涯学習や地域コミュニティの拠り所である集会所等への⽀援

・老朽化が進むとともに⼤きな事業費が必要となる生涯学習センターの改修

に向けた効率的な整備運⽤の本格検討

生涯学習施設運営費、公民館管理費、生涯学習センター管理
運営事業、地域学習センター整備費

生涯学習施設についてはオンラインでの施設予約システ
ムを導入し、住民が利用しやすい環境を整えた。また野
外活動等研修センターをLED化するとともに。野外ミー
ティングルーム、矢護川コミュニティセンター体育館など
応急的な修理を行った。生涯学習センターについては、
建物・設備の老朽化に伴い文化ホール排煙口や天井・
壁の一部、調理室のガス設備等の修繕を行った。課題と
して全体的に老朽化が進んでおり、小規模の修繕では対
応できない部分も出てきている。大規模改修に向けた改
修計画の策定が必要である。

・幅広い町⺠のスポーツ活動を⽀え推進する指導者の人材育成および⽀援

・個別施設計画に基づいたスポーツ施設の計画的な改修および効率的・効

果的な施設運営に向けた指定管理も含めた運⽤検討・改善

・スポーツコミッション等との情報共有・連携による効率的・合理的なスポーツ

⼤会・合宿等の誘致

・商業・観光分野との連携強化による、施設利⽤者がもたらす町の経済効果

の創出・最⼤化

保健体育総務費、ふれあいスポーツ事業、スポーツ振興負担
金及び補助金

幅広い町民のスポーツ活動を支え推進する指導者の指
導ゥ育成とスポーツ関係団体の支援と連携による組織脅
威化に取り組みます。
また、中学校部活動の地域展開に向け学校、スポーツ
関係団体、保護者等と連携しながら推進していきます。
今後は、スポーツ施設を利用した商業・観光分野との連
携も重要であり、それに伴う町の経済効果の創出にも繋
げていかなければならない。

基本施策ごとの目標指標

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見

公民館講座（教室）参加者数 公民館講座参加者数は、年々増加傾向にある。住民のニーズを的確に捉え、講座の充実を図っていく。

地域学校協働活動の実施件数
学習効果を活用する機会を整備し、継続して学習できる環境を整える必要がある。また、学校区により、推
進状況に差が生じているため、校区をまたいだ活動や情報共有の強化を図らなければならない。

生涯学習施設の利用者数
R4までコロナ禍により活動が制限されていたが、活動が再開されつつあり、町民交流施設や生涯学習セン
ターは増加傾向にある。野外活動等研修センター、矢護川コミュニティセンターの体育館のLED照明化など
の整備を行った。

・幅広い町⺠のスポーツ活動を⽀え推進する指導者の人材育成および⽀援

・個別施設計画に基づいたスポーツ施設の計画的な改修および効率的・効

果的な施設運営に向けた指定管理も含めた運⽤検討・改善

・スポーツコミッション等との情報共有・連携による効率的・合理的なスポーツ

⼤会・合宿等の誘致

・商業・観光分野との連携強化による、施設利⽤者がもたらす町の経済効果

の創出・最⼤化

体育施設費、スポーツ団体歓迎等事業費

町内のスポーツ施設は、老朽化した施設も多く、優先順
位を考慮し計画的な改修等を進めていかなければならな
い。
また、施設の維持管理と運営においては、令和５年度より
指定監理者の大津つなぐプロジェクトにり行われている
が、町と連携しながら適正な運用と管理に取り組んでい
る。

町民のスポーツ実施率
コロナ禍後、町内のスポーツ施設の利用者数は増加傾向にあるものの、週１回３０分以上の運動をしている
実施率としては、５０％前後の半数程度にとどまっている。今後、スポーツと健康づくりと連携した取組が重
要である。

運動公園利用者数
社会体育施設の指定管理に移行し２年目。コロナ過後による影響も重なり利用者数も増加傾向となった。
老朽化した施設も多く施設の長寿命化や大規模改修を計画的に進める必要がある。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.文化の継承・振興 B

2.文化財の保護・活用 B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

人 1,021 2,300 1093 1156 1021

人 677 2,000 1353 1320 1313

件 13 15 15 15 15

人 1,883 3,000 2493 2748 5240

歴史文化伝承館の利用者数
教室等参加者数

本町ホームページの「文化・伝統」サイト
への訪問数

文化・伝統のサイト閲覧数については、埋蔵文化財関係の閲覧数の増加、江藤家住宅の復旧工事完了な
どの年と重なり閲覧数の増加があった。またイベント等のHPへの掲載も積極的に行った。

歴史講座や水の学習など地域における学習機能の提供を行った。小学生の総合学習や地域学校協働活
動など学校教育と連携した歴史文化の学習を行うことで若い世代への理解と継承が行えた。

町指定の文化財数
「文化財保存活用地域計画」の策定と並行して、現状ある程度価値づけのできている史資料については文
化財としての指定を進める必要がある。指定の前提となる価値づけについては慎重に行うべきと考える。
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４．地域の歴史・文化の継承
と振興
～歴史と文化を守り、輝かせ
る環境づくり～

・町内の⽂化財や伝統⾏事を正しく知り・守り・語ることの出来る人材の育成

および若年層の歴史⽂化保全活動への参画推進

・町⺠の⽂化活動の促進に向けた、図書館や生涯学習センター、歴史⽂化

伝承館が連携した町の歴史⽂化・伝統に関するイベントや学習機会の創出

・町の歴史⽂化の発信拠点としての歴史⽂化伝承館の展示内容の充実 幅

広い町⺠層に対して分かりやすく訴求⼒のある情報発信

文化芸術振興費

歴史教室において文化財人材の方が説明を行い、史跡・
文化財に対する関心を持たせる契機となった。身近な地
域の文化財、人材を活用し、地域と連携した学校学習・
生涯学習を行うことができた。

・町⺠⾃らが⽂化財保護活動に参画できる取り組みの推進 町⺠や地域の

保有する「隠れた⽂化財」の掘り起こし

・学芸員を中心とした町内の⽂化財の調査・収集

・「江藤家住宅」をはじめとした名所・拠点となる歴史⽂化資源を生かす、観

光協会等とも連携した多様な情報発信とプロモーション

・町の歴史⽂化学習を通した郷土への理解や誇り、地域愛の醸成

・総合学習や地域学校協働活動など、学校教育と連携した歴史⽂化の継承

文化施設運営費、文化財保存整備費、江藤家住宅整備事業

地域のイベントに積極的に入ってもらい、地域における学
習機能の提供を行った。小学生の総合学習や地域学校
協働活動など学校教育と連携した歴史文化の学習を行
うことで若い世代への理解と継承が行えた。引き続き、地
域における認知度を高め、伝承効果を高め
るとともに人材育成を図る。

基本施策ごとの目標指標

指標 単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

指標に対する所見

歴史文化伝承館の利用者数
一般来館者数

来館者数の増加を図るため、館内企画や展示の充実またイベントなどに積極的に取り組んでいきたい。また
町内外に向けたPR活動も積極的に行っていきたい。史跡・文化財などについて、わかりやすく興味を得られ
るような資料の提供に努める必要がある。

12



第２期　大津町まち・ひと・しごと総合戦略　評価シート

目標
基準値
（Ｒ２）

R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ6）
目標値
（Ｒ７）

目標  基準値（Ｒ２） R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ６）
 目標値（Ｒ７）

今後の方向性
（R７年度以降の取組方針）

ＫＰＩの達成状況

R６年度の成果と課題
目標達成に向けた取組方針

（戦略骨子）
基本目標

数値目標

基本方針 施策の方向性 目標

２ 「おおづ」での結
婚・出産・子育てを
叶える

出生者数 344 312 301 269 375
１　「おおづ」での
出産・子育てを叶
える

③地域で育む子育て環
境づくり

・「育ち」と「学び」の切れ目ない支援
・身近なコミュニティによる支え合い
の仕組みづくり

「大津町学校教育ビジョン」における共通
実践事項の取組状況について、学校・園ご
とに評価したものを集約し、その達成度に
ついて検証を行うとともに、「大津町幼小
接続期カリキュラム」の一層の推進を図
る。

地域学校協働活動の実
施件数

20 25 36 27 35

公立園として、保護者のニーズも踏まえ、幼児教育・
保育を実施することができた。園統合も予定してお
り、公立園のあるべき姿を描きながら、施設を整備し
ていく必要がある。

社会教育事業については、秋季体験キャンプやお茶
の淹れ方教室など計画し、貴重な体験学習の機会を
提供できた。また地域学校協働活動推進員と連携し
各地区での推進事業を行うことができた。

令和10年4月開園予定の公立認定こども園を整備し
ていくとともに、子育て世帯が気軽に相談したり室内
外で遊んだりできる子育て支援施設の整備を進めて
いく。

学習成果を活用する機会を整備し、継続して学習で
きる環境を整える必要がある。また学区によって推
進状況に差が生じているため校区をまたいだ活動や
情報共有の強化も必要。

３ 「おおづ」を住み
やすいまちにする

大津町は暮らしや
すいと回答する割
合

82.7 81.8 80.3 78.0 87.7
２ 「おおづ」の魅力
を伸ばす

②文化によるまちづくり
・歴史的文化資源のさらなる周知、保
護、継承

自然環境や歴史・文化などの観光資源を
活かした整備を検討する。

歴史文化伝承館の利用
者数

1,021 1,093 1,156 1,021 2,300

「斎藤家文書」や「江藤家住宅」などの文化財について
は、古文書教室での活用や一般公開、資料室公開な
どにより、内外に町内の文化財を周知する機会が増
えた。

歴史文化伝承館や文化財学習センター所蔵の史資料
を学校や図書館で移動展示するなど、「生きた文化
財」として積極的に活用していくとともに、考古資料
などから昔の暮らしを体験するなど、文化財をより身
近に感じてもらうための取り組みを行っていく。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.計画的な土地利用の推進 B B B

2.南部・北部まちづくり計画の推進 B B B

3.新たな活力拠点の創出 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 54.8 57.0 57.6 58.8 59.7

人 42,696.0 130,000 102,862 131,026 152,948

1.公園の整備 A A B

2.下水道の持続的経営 A A A

3.良質な住環境の確保 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 38.4 40.0 39.7 38.2 36.3

％ 95.6 98.0 96.2 96.1 96.5

％ 83.0 85.0 83.3 82.1 81.1

件 2 10 1 1 0

・インフラ整備と一体となった工業団地、物流団地、宅地開発の推進
・肥後大津駅周辺における賑わいを生む空間整備
・空港ライナーからの誘客促進
・スポーツの森駅（仮称）を中心とした新たなエリア開発検討

都市計画審議会

修繕、改修を進め住宅環境の改善を図っているが、老朽化した団地が多く入居率が伸びない。今後は建
替・集約を進めて入居率改善に努める。

登録申請が少なかったことから、空き家バンク登録数は低くなっている。一方で空き家バンクを利用したい
（買いたい・借りたい）という相談はあり、空き家活用のニーズはあるものと考えられるため、空き家の適正管
理について、引き続き広報活動を行っていく。

公営住宅入居率

従前値 目標値

実績値（後期基本計画期間）

公園施設長寿命化計画対策支援事業、町立公園等管理委託
事業

改修したことにより利用者数が増加した。ただし、施設本
体の老朽化は進んでいるため維持管理等の課題につい
て引き続き検討していく。

都市計画マスタープランの改定等において、都市計画上
はもとより、地域住民・事業者視点でも配慮のある、有意
義な審議を行うことができた。今後も、社会情勢の変化に
注視し、土地利用の特性を考慮しながら、各種案件の審
議を行う必要がある。

実績値（後期基本計画期間）

空港関係事業（空港ライナー関係）、地方創生事業（再掲）

空港は、令和３年度から完全に民営化したため、今後は
各団体と協力しながら空港ライナーの継続、PRの強化に
努めていく。また、今後も利用者の増加が見込まれるた
め、空港ライナーの増便等の対応も検討したい。

生涯学習施設運営費

公共下水道事業（事業費：管渠）、公共下水道事業（事業費：処
理場・ポンプ場）、公共下水道事業（維持管理費）、農業集落排
水事業（維持管理費）、合併処理浄化槽設置事業　等

空き家バンク登録数

２．快適な住環境の確保
～快適な生活を支える環境
づくり～

基本施策ごとの目標指標

・道路網や拠点等の整備検討
・賑わいを生む町並みと動線づくり（南部）
・地域の交流拠点づくり（北部）

・ユニバーサルデザインによる大型複合遊具新設や休憩施設改修
・さらなる魅力化と費用効率化に向けた維持・管理推進

・自然景観と調和したまちづくり推進
・計画的な土地利用推進
・都市計画マスタープランと大津都市計画区域マスタープランの整合
・立地適正化計画策定

１．土地利用政策の推進
～機能性の高い都市空間の
形成～

基本施策ごとの目標指標

指標 単位

汚水処理人口普及率
普及率はほぼ横ばいになっており、引き続き未整備地区における管渠整備、合併処理浄化槽設置を推進
していく。

指標 単位 従前値 目標値

用途地域指定区域内の開発面積割合
令和6年度の開発件数が109件あり、そのうちの52件が、用途地域内の開発となっており、計画的な土地
利用の推進が図られた。

空港と駅を結ぶ空港ライナーは、新ターミナルビルの開業もあり13万人を超える利用者があった。今後も各
団体と協力しながら空港ライナーの継続、PR強化に努めていく。

・持続可能で良質な公営住宅運用に向けた更新の実施
・建替、団地の統廃合、公営住宅跡地活用の検討
・空き家の発生抑制に向けた情報提供・意識啓発
・「空き家バンク制度」の活用、除却への支援

指標に対する所見

公園に対する町民満足度 今後の長寿命化計画に基づく施設の改修の際には、より利用者の視点で実施していく。

公園施設長寿命計画対策支援事業については、老朽化
した,照明灯の更新や園路の改築、トイレの解体を行っ
た。引き続き、公園施設の安全性の確保と機能保全を図
るため、公園施設長寿命化計画を基に施設更新を行っ
ていく。町立公園等管理委託事業については、年間の計
画的な公園管理の他、突発的な施設の不具合や危険箇
所の修繕等を行った。利用者が快適に公園を利用できる
よう、公園施設長寿命化計画を柱に改修等を行い、効率
よく管理ができるようにしたい。

・人口増等に伴う施設の能力強化、未整備地区の整備
・ストックマネジメント調査、点検、改築・更新
・経営健全化に向けた使用料の体系見直し
・農業集落排水処理施設の施設合理化検討
・住宅用合併処理浄化槽への設置補助

町営住宅修繕事業については、入居者からの要望や計
画的な修繕を行い、住環境の向上を図った。あけぼの団
地の改修工事については、予定どおり改修することができ
た。既存住宅解体事業については、入居者退去後に解
体撤去を行うことができた。今後は公営住宅等長寿命化
計画を基に団地ごとの個別計画を策定していくこととして
いる。

指標に対する所見

空港ライナーの利用者数/年

公共下水道事業における管渠整備については未整備地
区への延伸を行い、整備済み人口の向上に努めた。農
業集落排水事業については適切な維持管理を行い、ま
た、合併処理浄化槽設置事業については、令和6年度中
に合計5基分の補助を実施した。

町営住宅管理事業、町営住宅修繕事業、あけぼの団地改修事
業、既存住宅解体事業、公営住宅等長寿命化計画、耐震改修
補助事業、地盤改良補助金事業、空家等対策事業
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.総合的な道路網の形成 A A B

2.安全･安心な生活道路の形成 A B B

3.公共交通ネットワークの構築 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 19.5 40.0 20.6 14.4 12.4

％ 98.3 99.0 98.4 98.4 98.4

％ 81.6 98.6 88.3 88.9 90.5

人/年 10,225 13,145 10,897 10,045 9,620

人 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5

1.潤い豊かな水と緑の保全 B A A

2.ライフサイクル全体を通じた資源循環の推進 A A A

3.生活環境の向上 A A A

4.温暖化対策の推進 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

基/年 5 8 3 8 5

㎏/年 207.8 204.0 199 191 184

％ 68.8 80.0 79.5 79.6 76.4

件 1,762 2,000 1,788 1,718 1,830

４．環境にやさしいまちづくり
～持続可能な社会の構築～

基本施策ごとの目標指標

・豊かな水資源を守る「水源涵養機能」を保持するための森林管理
・河川の水質保全に向けた水質調査、町民との情報共有
・田畑への湛水事業促進、県や関係機関と連携した水量維持と水質保全

指標 単位 従前値

家庭用雨水浸透ます設置事業については、大津町開発
事業指導要綱に基づく宅地造成などの事前協議の際
に、環境保全課職員が開発業者等に補助制度の存在を
周知、し設置者へご案内頂くよう依頼している。今後も、
補助団体であるくまもと地下水財団と連携を密にとりなが
ら、補助制度の更なる推進を図っていく。

家庭から出るごみについて、人口増により増加傾向であ
る。ごみカレンダー、ごみ分別アプリや外国語版チラシ等
を周知し分別のルールを徹底し、ごみ減量化を図る。

スズメバチの駆除について、迅速に対応できた。近年では
畜犬苦情よりも、猫の苦情が多くみられる。飼い主のマ
ナー等について、引き続き広報等により啓発を行う。

指標に対する所見

部分改良や歩道整備については危険度等により、優先
順位を決めながら整備を進めている。橋梁及び舗装補修
についても着実に進捗している。新たに都市再生整備計
画事業として杉水地区工業団地周辺の道路整備及び歩
道整備を行っていく。

舗装率の向上と共に舗装補修も優先順位をつけ計画的に行っていく。

指標に対する所見

TSMCの隣町への進出により、近隣市町を含め人口増加
や産業車両の増加が著しくなってきており、主要幹線道
路の渋滞が加速している。中九州横断道路や主要地方
道大津植木線の早期完成、国道325号・443号の多車
線化の要望を行い、渋滞緩和に繋げていく。

公共交通事業（路線バス、乗合タクシー等）、空港関係事業（空
港ライナー関係）（再掲）

まちなかエリアにおける交通の需要を確認するための実
証運行を行っている。肥後大津駅周辺の整備や空港ア
クセス鉄道等の交通環境の変化を注視しながら、利用者
の視点・生活行動等に基づく持続可能な公共交通サー
ビスの構築を引き続き検討していく。

道路新設事業、道路ストック事業、都市再生整備計画事業

目標値

計画的な幹線道路等の整備

橋梁補修については点検により健全度の低いものから補修及び掛替を行い順調に進捗している。

道路網の充実についての満足度

家庭用雨水浸透ます設置事業、家庭用雨水貯留タンク設置事
業、環境の森事業、水質等分析調査事業、漁業振興補助金

・再生可能エネルギー設備普及
・町内公共設備の省エネルギー製品導入推進
・メガソーラー設置における災害防止、情報共有、環境リスク抑制

基本施策ごとの目標指標

・道路標示更新、生活道路の計画的整備
・町中心部と南北の新設ルート検討、駅周辺への交通アクセス容易化
・着実かつ持続可能な道路メンテナンス
・農道等の作業道整備

町道舗装率

従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

家庭ごみ１人あたり排出量について、広報誌等での啓発により、昨年度より排出量を抑えることができた。今
後も引き続き、町指定ごみ袋やごみカレンダー、ごみ分別アプリにより分別を徹底し、ごみ減量化を図る。

スズメバチ駆除事業、狂犬病予防事業　等

家庭用雨水「浸透ます」および家庭用
雨水貯留タンクの設置数

家庭ごみ１人あたり排出量

実績値（後期基本計画期間）

橋梁補修工事の進捗率

指標 単位

・渋滞緩和、災害時機能も企図した道路網整備
・中九州横断道路早期事業化や国道443号4車線化の働きかけ
・阿蘇くまもと空港への新道路整備検討

・町民の快適な生活につながる地域公共交通計画の策定
・乗合タクシーの利便性向上と中心市街地を回遊する移動手段導入
・公共交通の必要性や利用促進に向けたプッシュ型の情報発信
・肥後大津駅を中心とした公共交通機能強化検討３．道路・交通ネットワークの

充実
～まちのにぎわいを支える交
通環境の充実～

新エネルギー等推進事業　等
民間開発によるメガソーラー開発が進んでおり、防災面
が課題である。町条例に基づき、自然環境、生活環境等
に配慮された再生可能エネルギーの普及を目指す。

幹線道路等の早期完成のため、引き続き国、県へ強く要望を行う。

家庭用雨水浸透桝、雨水貯留タンクの設置補助について、広報等を利用し周知を行ったが、利用数は伸
び悩んでいる。今後も周知方法を検討する必要がある

乗合タクシーの乗合率
広報誌等で周知を行っているものの、乗合率は伸び悩んでいる。より積極的・効果的な周知方法を検討す
るとともに、ヒアリング調査等により住民のニーズ把握に努める。

・家庭用ごみの排出量削減
・ゴミ処理責任の原則や分別の徹底にかかる普及啓発
・資源物の集団回収に対する団体への助成

ごみ減量化資源化事業、ごみ収集運搬業務委託事業、一般廃
棄物処理事業、菊池環境保全組合負担事業、菊池広域連合
負担事業【し尿】　等

・地域で取り組む美化作業等推進
・狂犬病予防接種徹底、犬や猫等の飼い主マナー向上等啓発
・公害防止や不法投棄撲滅に向けた、美化活動やモラル向上啓発

狂犬病ワクチン接種率

乗合タクシーの利用者
広報誌等で周知を行っているものの、まちなかバスへの利用の転換もあり、利用者は減少した。積極的な
情報発信に努め、利用者を増やすとともに、更なる利便性向上についても検討を進める。

狂犬病ワクチン集合注射の実施や、狂犬病ワクチン注射の周知を行い、前年以上の予防接種率を確保で
きた。

ＦＩＴ太陽光（10kw未満）導入件数
民間開発によるメガソーラー開発が進んでおり、防災面が課題である。令和5年7月より施行した町条例に
基づき、自然環境、生活環境等に配慮されたうえでの再生可能エネルギーの普及を目指す。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.地域防犯対策の強化 B B B

2.交通安全対策の推進 B B B

3.消費生活の安全強化 A A A

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

件 43 30 37 65 75

件 70 50 93 75 71

名 1 0 0 0 1

件 83 75 85 90 127

防犯灯や街灯の維持管理を継続しつつ、新興住宅地の
開発に伴い、街灯の設置指導や、交通量の変化に伴う
防犯灯の新規設置を進めていく。また、地元・警察と協力
し、防犯カメラの設置を進めていく。

・全国交通安全運動への参加等交通安全施策推進
・高齢ドライバーへの安全運転啓発、安心して免許返納できる環境整備
・町内道路危険個所の総点検、維持・充実化
・町民全体への交通安全教育や啓発の徹底

交通安全施設整備、交通安全教育、啓発事業

交通安全の教育・啓発活動を継続して進めると共に、高
齢者の免許返納事業を推進していく。また、老朽化した
カーブミラー等の交通安全施設の修繕をはじめとした維
持管理や、地元、交通安全協会と協力し、新規のカーブ
ミラーの設置を行っていく。

町内の交通事故発生件数（人身交通
事故数）

交通事故件数については、減少傾向にあるが新興住宅の増加に伴い、町内の道路について、交通量の変
化が起きている場所が多いため、引き続き警察や地元と協力し、交通安全の啓発活動等を行っていく。

前年に比べ、県内の犯罪件数も増加している。警察や地元との連携を密にし、防犯対策を行っていく必要
がある。

消費生活相談件数（参考資料として目
標指数を設定）

消費生活相談窓口の広域化により窓口で受ける相談件数も増えている。また、土地売買に関係する相談
やネットを介した商品購入の相談など、相談内容も多様化している。今後は関係機関と情報共有を行いな
がら相談業務を継続して行う。

消費生活相談業務

菊陽町及び西原村との広域連携協定に基づき、３町村
で連携した相談体制を整備することでより多くの相談に対
応することができた。今後は関係機関と情報共有を行
い、ホームページや広報の活用、出前講座による啓発活
動を継続する。

・消費者犯罪に対応した事案発生情報発信、注意喚起、啓発
・相談できる体制づくり、消費生活相談窓口設置推進
・住民同士の声掛けや相談しあえる環境整備

町内の犯罪発生件数（街頭犯罪・侵入
犯罪等重点罪種の認知件数）

町内の交通事故死亡者数
交通事故の死亡者については前年に引き続き０人であるが新興住宅の増加に伴い、町内の道路につい
て、交通量の変化が起きている場所が多いため、引き続き警察や地元と協力し、交通安全の啓発活動等
を行っていく。

５．交通安全・防犯対策の強
化
～安全・安心な地域づくり～ 指標 単位 従前値 目標値

実績値（後期基本計画期間）
指標に対する所見

基本施策ごとの目標指標

・犯罪や事故に関する積極的な情報収集・提供
・町内全域街灯・防犯灯のLED化
・防犯教育や啓発活動、防犯パトロールによる地域防犯力強化

防犯対策事業、防犯灯・街灯設置事業
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.危機管理体制の充実 B B B

2.災害への対応力強化 B B B

3.災害に強い都市構造 A A A

4.消防･救急の推進 B B B

5.地域防災力の向上 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

件 19 25 24 25 25

食 24,000 60,000 48,000 60,000 60,000

％ 96.7 97.2 97.0 97.1 97.3

未実施 実施 未実施 未実施 実施

％
％

65
37

80
75

69
88

70
91

70
－

指標

災害対策事業、災害時避難行動要支援者支援事業

災害時応援協定締結件数 効果的な協定締結を希望される企業があり、実績値を伸ばすことができた。

自主防災組織組織率
自主防災組織防災訓練実施率

ほとんどの自主防災組織で防災訓練を実施された。今後、自主防災組織の設立を更に推進する必要があ
る。

消防団員の新たな活動服を導入し、より安全に現場活動
を行うことができる装備となった。今後、新規消防団員の
確保に努めると共に、有事に活動できる機能別消防団員
制度の導入を進める。また、消防施設の適切な維持管
理に努める。

備蓄食料の確保
計画的に備蓄食料の購入を進め、目標値を達成した。今後は、消費期限が迫る備蓄食料の有効活用を検
討する。

住宅耐震率（％） 住宅の新築件数が増加しており、町全体としての耐震化は進んでいる。

機能別消防団員制度の導入ついて、地域の実情を考慮した制度となるよう消防団幹部会議を中心に検討
を実施中。

防災基盤整備事業、災害対策事業

６．消防・防災・救急体制の
充実
～総合的な防災力と地域防
災力の向上～

・地域での実践的な参加型防災訓練実施
・民間事業者との「災害時応援協定」締結
・「避難行動要支援者」の把握と支援体制強化

・消防と救急救命体制の充実
・消防施設の適切な維持管理、機能の充実・強化
・消防団の負担軽減と団員確保支援、消防力維持向上の体制整備

常備消防費、非常備消防費、消防施設整備事業、防災基盤整
備事業

住民参加型の防災訓練を実施し、複数年にかけて地域
による避難所運営訓練が実施できるよう体制を整備す
る。また、避難行動要支援者についても、地域版防災計
画の作成により支援する体制の整備を進める。

ハザードマップを活用し、住民一人一人の更なる防災意
識の向上が必要となる。また、防災行政無線の難聴地域
の解消を中心に、新たな情報提供手段を確保する必要
がある。

・町内危険個所の正確な把握と計画的・段階的な改善
・平時からの啓発。迅速な情報提供、防災行政無線難聴地域解消
・各種システムなどを活用した災害時対応力強化
・災害時の迅速な避難所開設、避難所の安全性や環境向上

・耐震診断・耐震化推進、老朽空き家の調査・対策推進
・雨水排水施設整備、豪雨を見越した防災・減災機能強化

緊急自然災害防止対策事業、防災・減災対策等強化事業、耐
震改修補助事業、ブロック塀撤去補助金、空家等対策事業

緊急自然災害防止対策事業では急傾斜地対策として、
町内2箇所の施工が完了した。また、防災・減災対策等
強化事業では、町内2箇所で予備設計又は用地測量が
完了した。戸建て木造住宅に関しては、引き続き、耐震
化への意識を高めるため、広報活動を行っていく。

指標に対する所見

・「自主防災組織」設立・機能強化、地域防災リーダー育成の取組支援 災害対策事業

災害を想定して防災訓練を実施する自主防災組織が増
加した。今後、未設立の地域へ設立を推進し、設立済み
の組織に対しては、地区防災計画の作成を推進する。ま
た、防災士養成講座を継続して実施し、新たな防災士の
養成を図る。

単位 従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

基本施策ごとの目標指標

機能別消防団員制度の導入
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第２期　大津町まち・ひと・しごと総合戦略　評価シート

目標
基準値
（Ｒ２）

R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ6）
目標値
（Ｒ７）

目標  基準値（Ｒ２） R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ６）
 目標値（Ｒ７）

今後の方向性
（R７年度以降の取組方針）

ＫＰＩの達成状況

R６年度の成果と課題
目標達成に向けた取組方針

（戦略骨子）
基本目標

数値目標

基本方針 施策の方向性 目標

②地域公共交通ネット
ワークの充実

・町中心部の回遊性の向上
・中心部と各集落を結ぶ交通ネット
ワークの充実
・広域アクセス経路の維持・機能強化

町民の快適な生活につながる地域公共交
通計画を策定し、中心部と各集落を結ぶ乗
合タクシーの利便性向上と中心市街地を
回遊する移動手段（まちなかバス）導入に
よる交通ネットワークの拡充を図る。

乗合タクシーの利用者 10,225 10,897 10,045 9,620 13,145

・以前から要望があったセントラル病院周辺の病院を
乗降場所に追加、運行時間の見直し
・まちなかバスの実証運行を１年延長、美咲野系統を
新設（令和６年10月～）

町内の交通渋滞状況や、肥後大津駅周辺整備、JR輸
送力強化、空港アクセス鉄道等の交通環境の変化を
注視しながら、利用者の視点・生活行動等に基づく持
続可能な公共交通サービスの構築を引き続き検討し
ていく。

③安全・安心の確保
・自然災害に備える対応力と地域防災
力の向上
・地域防犯、交通安全の実現

自助・共助の取り組みを広げるために、自
主防災組織の設立を推進する。
行政区・自主防災組織・消防団等の連携を
強化し、住民参加型防災訓練等を実施する
ことにより災害時に備える。
交通安全啓発・防犯パトロールを実施する
ことにより交通安全と防犯対策を強化す
る。

自主防災組織 組織率 65.0 69.0 70.0 70.0 80.0

・災害時避難行動要支援者事業は、対象者に対し、平
時の情報提供の同意を呼びかけた。同意者数の割合
が大きく延びていないことが課題である。
・消費生活相談業務は昨年度より増加しており、消費
トラブルの早期対応をサポートすることができた。

・災害時避難行動要支援者に対しては、地域福祉活動
推進の材料にもなるため、引き続き推進していく。
・多様化するトラブルへの未然防止や早期対応のため
の情報発信や啓発勝活動に取り組む。

４ 「おおづ」に新し
い人のつながりを
つくる

転入者数 2,273 2,372 2,305 2,858 2,360
１ 「おおづ」に住み
たいに応える

①情報発信の充実と受
け入れ体制の整備

・ニーズに応じた適切な情報発信
・住まい環境の創出
・相談対応体制の整備

空き家バンク制度など各種制度により、大
津町への移住定住の支援を行う。

空き家バンク登録数 2 1 1 0 10

空き家の適正管理に関する啓発チラシの配布などに
より、空き家バンク等の制度の周知をおこなったもの
の、物件の登録数の増加までには至らなかった。老朽
危険空家等除却促進事業の活用により、管理不全空
家の除却を実施した。

空き家バンク制度により空き家の利活用を促進する
とともに、老朽危険空家等除却促進事業により危険
な空き家の除却を実施する。

３ 「おおづ」を住み
やすいまちにする

大津町は暮らしや
すいと回答する割
合

82.7 81.8 80.3 78.0 87.7
１ 「おおづ」の生活
機能を高める
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.町民と行政の連携推進に向けた情報発信 B A A

2.地域ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化支援 B A B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 13.9 20.0 19.9 18.4 16.5

件 21 35 28 25.0 29.0

％ 15.0 20.0 18.9 17.3 16.8

1.効率的・効果的な行財政の運営 A A A

2.職員の人材育成・人材確保 A A A

3.業務効率化とサービスの向上 A A A

4.広域行政の推進・多様な主体との連携 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

千円 △892,386 黒字 1,708,955 347,993 677,536

％ 98.92 99.1 99.31 99.30 99.33

％ 91 95 82 96 92

％ 24 95 64 77 87

件 10 15 6 5 8

新型コロナの影響が落ち着き、活動再開の兆しが見られた。引き続き地区担当職員の活用や地区への補
助事業の周知などにより、地域活動を後押しする。

基本施策ごとの目標指標

・支え合う仕組みづくりの在り方検討、推進
・持続可能な地域活動推進に向けた、助成や人材育成支援
・各種支援制度の情報発信・周知促進
・地区担当職員制度を生かした連携、要望や課題抽出による支援充実
・自治会同士の好事例共有化、連携推進・支援

地域づくり活動支援事業、人づくりまちづくり事業、元気大津づくり
活動事業（水水ポイント）、東熊本成年会議所助成事業、区長
会助成事業　等

活動の再開が顕著となり、補助金を初めて申請する地域
や数年ぶりに申請する地域も見られた。敬老会サロン等
での事業活用も増加している。周知等を行いながら地域
活動の支援を強化していく。
また、各地域がかかえる課題解決に向けて、区長会によ
る研修などの取り組みを支援し、地域の活性化に繋げる。

プライマリーバランス（基礎的財政収支）
町債発行額及び財政調整基金の取崩し額の増加により、黒字幅は縮減したが、依然として黒字を維持して
いる状況。しかしながら、今後、公共施設整備に伴う地方債発行を予定しているため、再び赤字となる可能
性があるので、収支バランスに注視していく必要がある。

熊本連携中枢都市圏で実施した事業
数

指標 単位

熊本連携中枢都市圏の関係自治体と連携して事業に取り組むことで圏域のさらなる活性化、行政サービス
の効率化を図っていく。

今後もマイナンバーカードの普及に取り組むとともに、コンビニ交付サービスの広報や窓口ＤＸを進め、「書か
ない窓口」の検討や「行かない役場」を目指し、業務効率化を目指す。

・議会ICT推進基本計画に基づき議会システムの活用
や、初のオンライン委員会の実施、議会活性化特別委員
会による町民向けイベントや意見交換会の実施など取り
組みを進めることができた。引き続き議会活性化にむけ
て検討や取り組みを進める。

指標 単位 従前値
実績値（後期基本計画期間）

包括連携協定事業、自衛隊家族会補助事業、広報発行事業、
議会運営事業

基本施策ごとの目標指標

従前値 目標値
実績値（後期基本計画期間）

町税の徴収率（現年分）（収納額/課税
総額）

町税収納率としては目標を上回っている。
現年度対策の重点的な取り組みが一定の効果を上げているので、継続して行う。

窓口対応の満足度
「行かない役場」などのオンライン申請の拡充、来庁住民に対する「書かない窓口」を進めるためにBPRを進
め、業務改善と住民サービスの向上を両輪で進めていく。

マイナンバーカード交付率

指標に対する所見

１．まちづくり参画と行政との
連携
～人がつながる　人が見える
まち～

目標値

職員研修事業、会計年度任用職員雇用事業、その他人事秘書
事業　等

職員の人材育成や人材の確保は行政運営の基盤となる
ものであり、人材育成基本方針に基づき、社会の変化に
も対応できる人材の育成に向けて、継続して職員研修事
業に取り組むとともに、定員管理計画に基づく職員採用に
より優秀な人材を確保することで、適正な事務の執行及
び住民サービスの向上を図る。

・公共施設等総合管理計画に基づく施設の運営コスト削減、平準化
・民間資本やノウハウ導入による官民連携推進
・健全な財政維持に向けた課税・徴収・処分、啓発による税の関心向上

公共施設等総合管理計画、町税の徴収事務、固定資産税の課
税事務、個人町民税及び法人町民税課税事務、会計管理事
業　等

・まちづくりの積極的な情報公開、事業過程の「見える化」推進
・多様な媒体・手法による分かりやすい情報発信、まちづくり参加促進策
・町民の声を生かすための取組実施、内容・発信の改善
・課題解決や新たな価値創出に向けた協定の締結拡大
・各種協議会などへの「当事者」選出推進
・町議会でのICTを活用した議事進行、議会の見える化、充実・効率化
・町民と議会が認識共有するための情報発信や理解促進への取組強化

改訂した総合管理計画を元に施設マネジメントの効率化
を図る。課税客体の適正な把握と正確で公平公正な賦
課に努める。町税収納率としては目標を上回っている。よ
り一層の滞納整理事業の強化を行う。

２．健全な行財政の運営
～健全な町政運営と持続可
能なまち～

指標に対する所見

町の取り組みに対する満足度
「町民との協働」（満足度傾向回答数/
アンケート回答数）

満足度の増減はあるが、従前に比べると上昇している。今後は町ホームページのリニューアルや新たなSNS
での情報発信などへの取り組みをはじめとして、全庁での情報発信強化と町民対話への取り組みを引き続
き進めていく。

地域づくり活動支援事業実施団体数

町の取り組みに対する満足度
「地域コミュニティの充実」（満足度傾向
回答数/アンケート回答数）

地区活動が再開される中、事業の周知をより強化していく必要がある。地区担当職員等も活用しながら事
業周知に努める。

・多様な研修の効果的な実施
・各種支援制度等の効果的運用による自発的な取組推進
・人事交流を通した多面的な人材育成
・適正な目標設定と人事評価による指導・業務管理合理化
・希望・適正にも配慮した配置による職員能力の発揮
・組織力向上に向けた管理職のマネジメント力強化
・行政課題やサービスを見込んだ職員採用計画に基づいた人材確保

・民間活力活用、業務効率化、サービス品質向上
・自治体システム共通化・標準化
・「自治体DX推進計画」の重点事項への取り組み
・「大津町DX推進計画」の推進
・スマホ教室等によるデジタルデバイド対策

熊本連携中枢都市圏連携事業、ＤＸ推進計画推進事業、総合
行政システム事業、地域情報化整備事業

業務効率化やサービス品質の向上を図るために、デジタ
ルデバイド対策や職員の意識改革を継続して行う必要が
ある。

・広域的行政課題の改善に向けた連携・協力体制強化
・「熊本連携中枢都市圏」を通じた圏域の活性化、事業合理化
・地域課題の解決に向けた、包括連携協定による調査・研究、事業実施

熊本連携中枢都市圏連携事業、包括連携協定事業
目まぐるしく変化する社会情勢に対応するため、連携を通
じた情報収集や効果的・効率的に各種事業を実施してい
く。
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第６次大津町振興総合計画後期基本計画　評価一覧表

R4 R5 R6

取り組みの
評価

大綱 基本施策 施策の体系（★） 施策の目的（Plan） 主な事業（取り組み状況）（Do)
評価の所見および

今後の方向性(Action)

1.人権が尊重される地域づくり B B B

2.男女共同参画の推進 B B B

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

％ 42.8 60.0 44.2 42.1 46.5

人 6,489 16,000 6,009 7,487 9,856

％ 46.5 60.0 46.5 45.8 54.1

％ 76.6 85.0 77.9 76.5 76.5

３．人権を尊重する地域社会
の形成
～一人ひとりの個性と能力を
発揮できる社会の形成～

人権対策事業、人権教育啓発事業、大津町人権・同和教育推
進協議会補助事業、人権啓発福祉センター事業、地域福祉事
業、啓発広報活動事業、相談事業、子育て支援事業

指標 単位

「男性は仕事、女性は家庭」という性別
割合分担意識に同感しない人の割合

固定的性別役割分担意識は変化が進んでいるが、家庭内における家事の役割分担の割合は、未だ８割が
女性に負担が偏っている状況である。家事の分担など、行動の変化に繋がるような啓発が必要と思われ
る。

実績値（後期基本計画期間）
指標に対する所見

基本施策ごとの目標指標

従前値 目標値

・あらゆる機会を通じた人権啓発活動推進
・部落差別解消推進法を踏まえた人権啓発推進、町民への周知徹底
・インターネットによる人権侵害防止の取組推進
・人権啓発福祉センターにおける、より多様な人が参加できる活動の展開
・安心・安全・便利に参加できる新たな参加環境づくり
・誰もが尊重される社会の実現に向けた取組推進

社会における男女の地位が「平等」また
は「平等になりつつある」と感じる人の割
合

学校教育の場や職場などでの平等感は高まりつつあるものの、家庭や政治の場では男性優遇の意識が
残っている。まずは、身近な環境である家庭の場で平等感を感じられるような啓発活動が必要と思われる。
また、調査回答者の年代の偏りを解消する必要がある。

・性別にかかわらず、個性と能力を発揮できるまちづくりの推進
・男女共同参画に関する正しい情報に触れ、学ぶ機会の創出
・あらゆる暴力の防止啓発活動、窓口明確化、相談・連携体制整備構築
・働く意欲をもつ女性が能力と個性を発揮できるまちの実現に向けた取組
・仕事と家庭の調和の実現に向けた啓発と環境整備推進

男女共同参画推進事業、地域リーダー育成事業

コロナ禍以前に近い規模の啓発活動を実施することが出
来た（県外研修、出前講座、菜の花コンサートなど）。協
力団体等との連携を図り、推進リーダーとなる人材の発
掘や育成に取り組む。人材バンク登録の推進と活躍機会
の提供、またDV相談の支援体制整備が課題。

一人ひとりの人権が尊重されていると感
じる町民の割合

関係機関や団体への人権学習を実施し、人権啓発に繋げることができた。毎年開催している大会等も実施
することができたが、参加者が固定されつつあるので、これまで参加が見られていない住民等、町民の人権
意識の向上につながるような啓発が求められる。

隣保館来館者数（年間） 一時期、コロナ禍やセンター改修工事のため来館者が減少したが、徐々に回復傾向にある。

各種大会参加者が固定化されつつある。多くの町民
に参加してもらえるような啓発内容の見直しが必
要。人権意識の高揚のため、今後もより一層の啓発
が必要と考えれらる。人権啓発福祉センター利用者
が固定化（児童・生徒や教職員、近隣住民）してい
るで、より多くの人が参加できるよう周知に努め
る。
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第２期　大津町まち・ひと・しごと総合戦略　評価シート

目標
基準値
（Ｒ２）

R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ6）
目標値
（Ｒ７）

目標  基準値（Ｒ２） R4年度 R５年度
評価年度

（Ｒ６）
 目標値（Ｒ７）

今後の方向性
（R７年度以降の取組方針）

ＫＰＩの達成状況

R６年度の成果と課題
目標達成に向けた取組方針

（戦略骨子）
基本目標

数値目標

基本方針 施策の方向性 目標

①ワークライフバランス
の実現

・すべての人の仕事と生活の両立
・多様な働き方の導入促進

ライフステージの変化に柔軟に対応できる
多様な働き方の導入を促進するための情
報提供や支援に取り組む。仕事と家庭の両
立（ワークライフバランス）の実現に向け、
町民と企業・各種団体への啓発により環境
整備の推進を図る。

社会における男女の地位が
「平等になりつつある」と感じ
る人の割合

46.5 46.5 45.8 54.1 60.0

コロナ禍以前と同様の啓発活動を実施することが出
来た。人材バンク登録の推進と活躍機会の提供、また
コロナ禍以降増加しているDV相談の支援体制整備
が課題。

例年の啓発活動（県外研修、出前講座、菜の花コン
サートなど）を継続しながら、協力団体等との連携、
女性向けセミナーおよび理工チャレンジ等での人材
育成とネットワーク形成に取り組む。コロナ禍以降増
加しているDV相談の支援体制整備が課題。

②女性活躍の推進
・就業や起業、地域活動や政策決定の
場への女性参加の促進

女性の就業・起業に関する講座を実施する
ことで、働く意欲を持つすべての女性が活
躍し、個性と能力を発揮できるまちの実現
を推進する。男女共同参画人材バンク制度
の活用により、各種委員会等への女性登
用率の向上を図る。

「男は仕事、女は家庭」という
性別役割分担に同感しない
人の割合

76.6 77.9 76.5 76.6 85.0

国の補助事業である女性向けセミナーは、従来の就
業支援セミナーを起業・副業希望者を対象とした内容
に変更し、女性の起業家育成に併せ、地域課題に意欲
的に取り組む人材の発掘と女性同士のネットワーク
形成にも着手した。

起業家育成または就業支援をニーズに合わせて開催
し、町商工会とも連携をとり女性の活躍を推進し、
キャリア女性のロールモデルを増やす。参加者同士の
ネットワーク形成、人材バンク登録や町各委員会など
への登用に繋げる。

３ 「おおづ」を住み
やすいまちにする

大津町は暮らしや
すいと回答する割
合

82.7 81.8 80.3 78.0 87.7
１ 「おおづ」の生活
機能を高める

④地域コミュニティの維
持・強化

・多様化する地域生活課題解消に向け
た、地域で支え合う仕組みづくり

多様化・複雑化する高齢者の課題に対して
包括的かつ適切な支援の強化を図る。
住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援し、住民主体の
地域づくりを推進する。

地域コミュニティの充
実における住民満足度

15.0 19.0 17.3 16.8 20.0

地区担当職員制度及び各種補助制度を活用して、地
域のコミュニティ活動の継続を維持することができ
た。
地域活動の促進や地域課題の解決に向けた補助制度
を含めた各種制度等の周知が課題となっている。
・住民からの複合的な課題に関する相談に対して、関
連部署と連携し、適切な支援を行うことができた。
住民のニーズが複合化・多様化していることにより、
支援が難しいケースが増えている。
・重層的支援体制整備事業における地域づくり受託
事業者の連絡会を開催し、各機関が実施している事
業や課題等の情報交換を行い、連携を図った。
・地域課題を地域住民自らが解決できる体制づくり
が必要であるが、課題解決のための地域資源が少な
いことが課題である。
・町の発展に伴い、地域の課題も増えているが、区長
会と連携し、地域の課題解決に向けた取り組みを実
施することが出来た。引き続き継続した取り組みが必
要。

各組織、団体が活動を継続し地域コミュニティを維持
できるよう補助事業や情報提供により支援する。
・多様化する住民のニーズに対し、効果的・効率的に
支援ができるよう各事業の見直し、支援体制の強化
を図る。
・地域住民自らが課題を解決できる体制づくりのた
め、地域に積極的に働きかけを行い、地域福祉活動を
推進していく。
・地域の代表者である区長と連携を図り、町が進める
施策の周知や、地域がかかえる課題の把握、解決に向
けた取り組みを進める。

375
２　「おおづ」での
働きと暮らしの両
立を支える

２ 「おおづ」での結
婚・出産・子育てを
叶える

出生者数 344 312 301 269
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